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記載の修正

記載の修正

記載の修正

工　 　種 請負工事の工事費構成

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

積算上の注意事項

２) 共通仮設費は，工事施工にあたって，工事目的物の施工に間接的に係る費用とし，「第２章 工事費の積算」

の「②間接工事費」の「２．共通仮設費」による。 

３) 現場管理費は，工事施工にあたって，工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費とし，「第２章

工事費の積算」の「③間接工事費」の「３．現場管理費」による。

現行どおり

現行どおり

現行どおり

(３) 一般管理費等

一般管理費等は，工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい，一般管理費及び付加利益からな

り，次の一般管理費等率を用いて積算するものとし，「第３章 一般管理費等及び消費税等相当額」の「①一

般管理費等」による。

現行どおり

1 / 78



記載の追記

Ⅰ-2-①-3

積算上の注意事項

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

工　 　種 　直接工事費

現行どおり

(４) 休日作業の労務単価
緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行う場合には、休日割増(基準額×割増対象賃金比×1.35)を計上するもの
とする。

法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしくは４週間のうちに４日以上の休日とする。

〔例－１〕

〔例－２〕

〔例－３〕

8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 

作業 
開始 

作業 
終了 

１ の 組 ２ の 組 

所定労働時間（８）＋１ 所定労働時間（８）＋１ 

1.0 1.0 1.0 1.0+0.25α 

α ：構成比 

：休 憩 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 

1.0 

4 6 8 

作業 
開始 

作業 
終了 １ の 組 ２ の 組 

所定労働時間（８）＋１ 時間外（３） 所定労働時間（８）＋１ 時間外（３） 

1.0 1.25α 1.0 1.0＋0.25α 1.25α 

18 20 22 24 2 4 6 8 

作業 
開始 

作業 
終了 作業時間帯（12.5＋1.5） 

所定労働時間（８）＋１ 時間外 
深夜(2) 

時間外 
(2.5)＋0.5 

1.0 
1.5 1.5 1.5α 

1.25α 

記載なし
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積算上の注意事項

Ⅰ-2-②-3

現 行 改 正 備　　　　考

工　　　種 間接工事費（共通仮設費）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

語句の修正

 (注) (イ) 共通仮設費対象額とは，直接工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋準備 

費に含まれる処分費である。 

(ロ) 桁等購入費とは，簡易組立式橋梁，プレキャストＰＣ桁，プレキャストＰＣ床版，グレーチング床版，

合成床版製品費，ポンプ，大型遊具（設計製作品），光ケーブルの購入費をいう。

(ハ) 無償貸付機械等評価額とは，無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の

設計書に計上された額を控除した額をいう。

(ニ) 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（Ｆ型，Ｔ型，逆Ｌ型，ＷＦ型），オーバーヘッド式〕，しゃ

音壁支柱，鋼製砂防堰堤，鋼製スリット堰堤，鋼橋製作工の支承や排水装置等，工場製作品単価の場合

の扱いは，鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする（t当り製作単価として取扱う場合）。

(ホ) 現場発生品とは，同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合をい

う。

(へ) 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは，別途製作の製

作費（材料費含む）と同じ扱いとする。 

(ト) 「処分費等」の取扱い

「処分費等」とは，下記のものとし，「処分費等」を含む工事の積算は，当該処分費等を直接工事費に

計上し，間接工事費等の積算は，表のとおりとする。 

１) 処分費（再資源化施設の受入費を含む）

２) 上下水道料金

３) 有料道路利用料

（注）１．上表の処分費等は，準備費に含まれる処分費を含む。 

なお，準備費に含まれる処分費は伐開，除根等に伴うものである。 

２．処分費を計上する場合は，「第Ⅰ編第２章②間接工事費 ２．共通仮設費 ２－３準備費」及

び「第Ⅰ編第 12章①材料単価入力基準表」により単価登録すること。 

３．上表により難い場合は別途考慮するものとする。 

区  分 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)」の

３％以下でかつ処分費等が３千万円以

下の場合 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％を

超える場合又は処分費等が３千万円を超える

場合 

共  通 

仮 設 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％の

金額を率計算の対象とし，３％を超える金額

は率計算の対象としない。 

ただし，対象とする金額は３千万円を上限と

する。 

現  場 

管 理 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％の

金額を率計算の対象とし，３％を超える金額

は率計算の対象としない。 

ただし，対象とする金額は３千万円を上限と

する。 

一  般 

管理費等 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％の

金額を率計算の対象とし，３％を超える金額

は率計算の対象としない。 

ただし，対象とする金額は３千万円を上限と

する。 

 (注) (イ) 共通仮設費対象額とは，直接工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋準備 

費に含まれる処分費である。 

(ロ) 桁等購入費とは，簡易組立式橋梁，プレキャストＰＣ桁，プレキャストＰＣ床版，グレーチング床版，

合成床版製品費，ポンプ，大型遊具（設計製作品），光ケーブルの購入費をいう。

(ハ) 無償貸付機械等評価額とは，無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等

の設計書に計上された額を控除した額をいう。

(ニ) 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（Ｆ型，Ｔ型，逆Ｌ型，ＷＦ型），オーバーヘッド式〕，しゃ

音壁支柱，鋼製砂防堰堤（鋼管フレーム、バットレス型），鋼製スリット堰堤，鋼橋製作工の支承や排

水装置等，工場製作品単価の場合の扱いは，鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする（t当

り製作単価として取扱う場合）。

(ホ) 現場発生品とは，同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合を

いう。

(へ) 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは，別途製作の製

作費（材料費含む）と同じ扱いとする。 

(ト) 「処分費等」の取扱い

「処分費等」とは，下記のものとし，「処分費等」を含む工事の積算は，当該処分費等を直接工事費に

計上し，間接工事費等の積算は，表のとおりとする。 

１) 処分費（再資源化施設の受入費を含む）

２) 上下水道料金

３) 有料道路利用料

（注）１．上表の処分費等は，準備費に含まれる処分費を含む。 

なお，準備費に含まれる処分費は伐開，除根等に伴うものである。 

２．処分費を計上する場合は，「第Ⅰ編第２章②間接工事費 ２．共通仮設費 ２－３準備費」及

び「第Ⅰ編第 12章①材料単価入力基準表」により単価登録すること。 

３．上表により難い場合は別途考慮するものとする。 

区  分 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)」の

３％以下でかつ処分費等が３千万円以

下の場合 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％を

超える場合又は処分費等が３千万円を超える

場合 

共  通 

仮 設 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％の

金額を率計算の対象とし，３％を超える金額

は率計算の対象としない。 

ただし，対象とする金額は３千万円を上限と

する。 

現  場 

管 理 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％の

金額を率計算の対象とし，３％を超える金額

は率計算の対象としない。 

ただし，対象とする金額は３千万円を上限と

する。 

一  般 

管理費等 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額(Ｐ)」の３％の

金額を率計算の対象とし，３％を超える金額

は率計算の対象としない。 

ただし，対象とする金額は３千万円を上限と

する。 
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.

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　　　種 間接工事費（共通仮設費）

Ⅰ-2-②-5

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

工種区分 工  種  内  容 

舗装工事 

舗装の新設，修繕工事にあって，次に掲げる工事 

セメントコンクリート舗装工，アスファルト舗装工，セメント安定処理路盤工，ア

スファルト安定処理路盤工，砕石路盤工，凍上抑制層工，コンクリートブロック舗

装工，路上再生処理工，切削オーバーレイ工及びこれらに類する工事 

ただし，小規模(パッチング等)な工事で施工箇所が点在する工事は除く 

共 同 溝 等 

工 事 

(1) 
共同溝及び地下立体交差工事(地下駐車場，地下横断歩道等)にあって，次に掲げる工事 

施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による工事 

(2) 
共同溝及び地下立体交差工事(地下駐車場，地下横断歩道等)にあって，次に掲げる工事 

施工方法が開削工法による工事 

トンネル工事

トンネルに関する工事にあって，次に掲げる工事

1.トンネル工事

2.施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による工事

 ただし，本体工を完成後別件で照明設備，舗装，側溝等を発注する場合，又は供用開

始後の照明設備，吹付け，舗装，修繕工事等は除く 

砂防・地すべり等 

工事 

砂防，地すべり工事及び急傾斜地崩壊防止施設工事にあって，次に掲げる工事 

堰堤工，流路工，山腹工，抑制工，抑止工，床固工，落石なだれ防止工，集水井工，

集 

排水井ボーリング工，排水トンネル工及びこれらに類する工事 

道路維持工事 

道路にあって，次に掲げる工事 

1.管理を目的とした維持的工事

2.道路附属物塗替工，防雪柵設置撤去工※１，トンネル漏水防止工，トンネル内装工

(供用トンネル)，路面切削工，路面工，法面工等の維持・補修※２に関する工事

3.道路標識※１，道路情報施設，電気通信設備，防護柵※１，樹木等及び区画線等の設

置

4.除草，除雪，清掃及び植栽等の緑地管理に関する作業

5.１，２，３及び４に類する工事 

※１：局部的新設，復旧・更新を主とする場合に適用

※２：法面工の補修については局部的な場合に適用

河川維持工事 

河川維持工事(河川高潮対策区間の工事を含む)にあって，次に掲げる工事 

1.管理を目的とした維持的工事

2.堤防天端・法面等の補修工事

3.標識，境界杭，防護柵及び駒止め等の設置

4.道路における電気通信設備以外の当該設備工事

5.河川の伐開，除草，清掃，芝養生，水面清掃等の作業

6.１，２，３，４及び５に類する工事 

下水道 

工事 

(１) 
下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事 

施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による管渠工事 

(２) 
下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事 

施工方法が開削工法又は小口径の推進工法による管渠工事 

(３) 
下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事 

ポンプ場工事，処理工事及びこれらに類する工事 

公園工事 

公園及び緑地の造成整備に関する工事にあって，次に掲げる工事 

敷地造成工，園路広場工，植樹工，除草工，芝付工，花壇工，日陰棚工，ベンチ工，

池工，遊戯施設工，運動施設工，標識工及びこれらに類する工事 

コンクリートダム工事 コンクリートダム本体を主体とする工事

フィルダム工事 フィルタイプでダム本体を主体とする工事

電線共同溝工事 電線共同溝に関する工事 

情報ボックス工事 情報ボックスに関する工事(耐火防護も含む) 

工種区分 工  種  内  容 

舗装工事 

舗装の新設，修繕工事にあって，次に掲げる工事 

セメントコンクリート舗装工，アスファルト舗装工，セメント安定処理路盤工，ア

スファルト安定処理路盤工，砕石路盤工，凍上抑制層工，コンクリートブロック舗

装工，路上再生処理工，切削オーバーレイ工及びこれらに類する工事 

ただし，小規模(パッチング等)な工事で施工箇所が点在する工事は除く 

共 同 溝 等 

工 事 

(1) 
共同溝及び地下立体交差工事(地下駐車場，地下横断歩道等)にあって，次に掲げる工事 

施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による工事 

(2) 
共同溝及び地下立体交差工事(地下駐車場，地下横断歩道等)にあって，次に掲げる工事 

施工方法が開削工法による工事 

トンネル工事

トンネルに関する工事にあって，次に掲げる工事

1.トンネル工事

2.施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による工事

 ただし，本体工を完成後別件で照明設備，舗装，側溝等を発注する場合，又は併用開

始後の照明設備，吹付け，舗装，修繕工事等は除く 

砂防・地すべり等 

工事 

砂防，地すべり工事及び急傾斜地崩壊防止施設工事にあって，次に掲げる工事 

堰堤工，流路工，山腹工，抑制工，抑止工，床固工，落石なだれ防止工，集水井工，

集 

排水井ボーリング工，排水トンネル工及びこれらに類する工事 

道路維持工事 

道路にあって，次に掲げる工事 

1.管理を目的とした維持的工事

2.道路附属物塗替工，防雪柵設置撤去工※１，トンネル漏水防止工，トンネル内装工

(供用トンネル)，路面切削工，路面工，法面工等の維持・補修※２に関する工事

3.道路標識※１，道路情報施設，電気通信設備，防護柵※１，樹木等及び区画線等の設

置

4.除草，除雪，清掃及び植栽等の緑地管理に関する作業

5.１，２，３及び４に類する工事 

※１：局部的新設，復旧・更新を主とする場合に適用

※２：法面工の補修については局部的な場合に適用

河川維持工事 

河川維持工事(河川高潮対策区間の工事を含む)にあって，次に掲げる工事 

1.管理を目的とした維持的工事

2.堤防天端・法面等の補修工事

3.標識，境界杭，防護柵及び駒止め等の設置

4.道路における電気通信設備以外の当該設備工事

5.河川の伐開，除草，清掃，芝養生，水面清掃等の作業

6.１，２，３，４及び５に類する工事 

下水道 

工事 

(１) 
下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事 

施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による管渠工事 

(２) 
下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事 

施工方法が開削工法又は小口径の推進工法による管渠工事 

(３) 
下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事 

ポンプ場工事，処理工事及びこれらに類する工事 

公園工事 

公園及び緑地の造成整備に関する工事にあって，次に掲げる工事 

敷地造成工，園路広場工，植樹工，除草工，芝付工，花壇工，日陰棚工，ベンチ工，

池工，遊戯施設工，運動施設工，標識工及びこれらに類する工事 

コンクリートダム工事 コンクリートダム本体を主体とする工事

フィルダム工事 フィルタイプでダム本体を主体とする工事

電線共同溝工事 電線共同溝に関する工事 

情報ボックス工事 情報ボックスに関する工事(耐火防護も含む) 
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記載の変更

工　 　種 共通仮設費の率分

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

Ⅰ-2-②-6

積算上の注意事項

表－２ 地域補正の適用 

適用条件 補正 

係数 

適用 

優先 施工地域区分 工種区分 対象 

市街地（DID補正） 

（１）－１ 

電線共同溝工事 

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 

1.4 １ 

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

一般交通影響有り

（１）－１ 

電線共同溝工事 ２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量

（上下合計）が5,000台/日以上の車道にお

いて、車線変更を促す規制を行う場合。た

だし、常時全面通行止めの場合は対象外と

する。

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

一般交通影響有り

（２）－１ 

電線共同溝工事 

一般交通影響有り（１）以外の車道におい

て、車線変更を促す規制を伴う場合。（常

時全面通行止めの場合を含む。） 

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

市街地（DID補正） 

（１）－２ 
鋼橋架設工事 市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.3 ２

２－１ 共通仮設費の率分 

(１) 共通仮設費の率分の積算

１)共通仮設費の率分の算定は，別表第１(第１表～第５表)の工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮

設費率を，当該対象額に乗じて得た額の範囲内とする。

２)対象額の算定にあたっては，「２．共通仮設費（２）算定方法 1)率計算による部分」及び「２．共通仮

設費（２）算定方法 5)間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

(２) 共通仮設費率の補正

(３) 施工地域を考慮した共通仮設費率の補正及び計算

イ) 表－２の適用条件に該当する場合，別表第１（第１表～第４表）の共通仮設費率に補正係数を乗じる

ものとする。 

表－２ 地域補正の適用 

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対象

市街地（DID 補正）

（１）

鋼橋架設工事

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.3 １

電線共同溝工事

道路維持工事

舗装工事

橋梁保全工事

一般交通影響有り

（１）
全ての工種（※）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量（上下合

計）が 5,000 台/日以上の車道において，車線変更

を促す規制を行う場合。ただし，常時全面通行止め

の場合は対象外とする。

1.3 ２

一般交通影響有り

（２）
全ての工種（※）

一般交通影響有り（１）以外の車道において，車線

変更を促す規制を伴う場合。（常時全面通行止めの

場合を含む。）

1.2 ３

市街地（DID 補

正）（２）

市街地（DID 補

正）（１）以外

（※）

市街地（DID 補正）（１）で適用となる工種区分以

外で，市街地部が施工箇所に含まれる場合。
1.2 ４

山間僻地及び離島 全ての工種（※）
山梨県職員給与条例における特地勤務手当を支給す
るために指定した地区，及びこれに準ずる地区の場
合。

1.3 ５

　上記の適用条件に該当しない場合は,補正しない。 

現行どおり

※コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。

（注）１．市街地とは，施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお，ＤＩＤ地区とは，総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人／㎞2以上でその全体

が5,000人以上となっている地域をいう。 

２．適用条件の複数に該当する場合は，適用優先順に従い決定するものとする。 

一般交通影響有り

（１）－２ 

電線共同溝工事、道路維

持工事、舗装工事、橋梁

保全工事以外の工種(※)

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量

（上下合計）が5,000台/日以上の車道にお

いて、車線変更を促す規制を行う場合。た

だし、常時全面通行止めの場合は対象外と

する。

1.3 ３

一般交通影響有り

（２）－２ 

電線共同溝工事、道路維

持工事、舗装工事、橋梁

保全工事以外の工種(※)

一般交通影響有り（１）以外の車道におい

て、車線変更を促す規制を伴う場合。（常

時全面通行止めの場合を含む。） 
1.2 ４

市街地（DID補正） 

（１）－３

鋼橋架設工事、電線共同

溝工事、道路維持工事、

舗装工事、橋梁保全工事

以外の工種（※） 

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 
1.2 ５

山間僻地及び離島 全ての工種（※） 
人事院規則における特地勤務手当を支給す

るために指定した地区、及びこれに準ずる

地区の場合。 

1.3 ６

※コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。

（注）１．市街地とは，施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお，ＤＩＤ地区とは，総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人／㎞2以上でその全体

が5,000人以上となっている地域をいう。 

２．適用条件の複数に該当する場合は，適用優先順に従い決定するものとする。 

　上記の適用条件に該当しない場合は,補正しない。 
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工　 　種 準備費

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅰ-2-②-26

現　 　行 改　 　正 備　 　考

.

語句の修正

３) 準備として行う以下に要する費用

イ ブルドーザ，レーキドーザ，バックホウ等による雑木や小さな樹木，竹等を除去する伐開に要する費用

（樹木をチェンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。）

ロ 除根，除草，整地，段切り，すりつけ等に要する費用

なお，伐開，除根及び除草は，現場内の集積・積込作業を含む。（伐採作業に伴う現場内の集積・積込作業

は含まない。） 

２－３ 準備費 

(１) 準備費の積算

準備費として積算する内容は次のとおりとする。

１) 準備及び後片付けに要する費用

イ 着手時の準備費用

ロ 施工期間中における準備，後片付け費用

ハ 完成時の後片付け費用

２) 調査・測量，丁張等に要する費用

イ 工事着手前の基準測量等の費用

ロ 縦，横断面図の照査等の費用

ハ 用地幅杭等の仮移設等の費用

ニ 丁張の設置等の費用

３) 準備として行う以下に要する費用

イ ブルドーザ，レーキドーザ，バックホウ等による雑木や小さな樹木，竹などを除去する伐開に要する費

用（樹木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。）

ロ 除根，除草，整地，段切り，すりつけ等に要する費用

なお，伐開，除根及び除草は，現場内の集積・積込み作業を含む。

４) １)から３)に掲げるもののほか，伐開，除根，除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出す

る費用，及び当該建設副産物等の処理費用等，工事の施工上必要な準備に要する費用。

５) 準備に伴い発生する交通誘導警備員の費用については，直接工事費に積上げ計上する。

(２) 積算方法

準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)の 1)，2)，3)とし，積上げ計上す

る項目は前記(1)の 4)に要する費用とし，現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるも

のとする。 

現行通り

現行通り

２－４ 事業損失防止施設費

（１）事業損失防止施設費の積算

事業損失防止施設費として積算する内容は次のとおりとする。

１）工事施工に伴って発生する騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止す

るための仮施設の設置費，撤去費，及び当該仮施設の維持管理等に要する費用

２）事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用

(２) 積算方法

事業損失防止施設費の積算は，現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとす

る。
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. .

現　 　　行 改　　　 　　正 備　 　考

.

工　　　種 安全費

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

記載の明確化

Ⅰ-２－②－27

積算上の注意事項

２－５ 安全費 

(１) 安全費の積算

安全費として積算する内容は次のとおりとする。 

１) 安全施設等に要する費用

２) 安全管理等に要する費用

３) １)～２)に掲げるもののほか，工事施工上必要な安全対策等に要する費用

(２) 積算方法

安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，下記の項目とする。

① 工事地域内全般の安全管理上の監視，あるいは連絡等に要する費用

② 不稼働日の保安要員等の費用

③ 標示板，標識，保安燈，防護柵，バリケード，架空線等事故防止対策簡易ゲート，照明等の安全施設類

の設置，撤去，補修に要する費用及び使用期間中の損料

④ 夜間工事その他，照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明設備を必要とす

る広範な工事（ダム・トンネル本体工事，トンネル内舗装等工事）は除く）

⑤ 河川，海岸工事における救命艇に要する費用

⑥ 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用（工事用連絡設備含む）

⑦ 酸素欠乏症の予防に要する費用

⑧ 粉塵作業の予防に要する費用（ただし，「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」に

よるトンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備，「鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業におけ

る労働者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は，仮設工に計上する）

⑨ 安全用品等の費用

⑩ 安全委員会等に要する費用

⑪ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に

要する費用

上記以外で積上げ計上する項目は，次の各項に要する費用とする。 

① 鉄道，空港関係施設等に近接した工事現場における出入り口等に配置する安全管理員等に要する費用

② バリケード，転落防止柵，工事標識，照明等の現場環境改善に要する費用（積算方法は，第９章「土木請

負工事における現場環境改善費の積算」による）

③ 高圧作業の予防に要する費用

④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して，航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用

⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用

⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用

⑦ 鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）

に要する費用

⑧ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要

する費用（トンネル（ＮＡＴＭ）の計測Ａに要する費用については除く）

⑨ その他，現場条件等により積み上げを要する費用

１) トンネル工事における呼吸用保護具の積算

トンネル建設工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用保護具等）の

費用として，１工事当り次式「呼吸用保護具等費用」を別途計上するものとする。

呼吸用保護具等費用 ＝1,490,000 ＋ 総労務費×0.5％（円） 

なお，総労務費とは，１工事当りのトンネル世話役，トンネル特殊工，トンネル作業員の労務費合計額

とする。 

現行どおり

１) トンネル工事における呼吸用保護具の積算

トンネル建設工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用保護具等）の

費用として，１工事当り次式「呼吸用保護具等費用」を別途計上するものとする。

呼吸用保護具等費用 ＝1,490,000 ＋ 総労務費×0.5％（円） 

なお，総労務費とは，１工事当りのトンネル世話役，トンネル特殊工，トンネル作業員の労務費（鏡吹

付施工労務費を含む）合計額とする。 
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. .

Ⅰ-2-②-33

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

工　　　種 技術管理費

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

２－７ 技術管理費 

(１) 技術管理費の積算

技術管理費として積算する内容は次のとおりとする。

１) 品質管理のための試験等に要する費用

２) 出来形管理のための測量等に要する費用。

３) 工程管理のための資料の作成等に要する費用

４) １)～３)に掲げるもののほか，技術管理上必要な資料の作成に要する費用

(２) 積算方法

技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)の 1)，2)，3)のうち下記項目

とする。 

① 品質管理基準に記載されている試験項目（必須・その他）に要する費用

② 出来形管理のための測量，図面作成，写真管理に要する費用

③ 工程管理のための資料の作成等に要する費用

④ 完成図，マイクロフィルムの作成及び電子納品等（道路工事完成図等作成要領に基づく電子納品を除く）

に要する費用 

⑤ 建設材料の品質記録保存に要する費用

⑥ コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用

⑦ コンクリートの単位水量測定，ひび割れ調査，テストハンマーによる強度推定調査に要する費用

⑧ 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定に要する費用

⑨ 微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定に要する費用

⑩ ＰＣ上部工，アンカー工等の緊張管理，グラウト配合試験等に要する費用

⑪ トンネル工（ＮＡＴＭ）の計測Ａに要する費用

⑫ 塗装膜厚施工管理に要する費用

⑬ 溶接工の品質管理のための試験等に要する費用（現場溶接部の検査費用を含む）

⑭ 施工管理で使用するＯＡ機器の費用（情報共有システムに係る費用（登録料及び利用料）を含む）

⑮ 品質証明に係る費用（品質証明費）

⑯ 建設発生土情報交換システム及び建設副産物情報交換システムの操作に要する費用

上記以外で積上げする項目は，次の各項に要する費用とする。 

(イ) 特殊な品質管理に要する費用

・土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験

・地質調査 ：平板載荷試験，ボーリング，サウンディング，その他原位置試験

(ロ) 現場条件等により積上げを要する費用

・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用

・試験盛土等の工事に要する費用，トンネル（ＮＡＴＭ）の計測Ｂに要する費用

・下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用

・施工前に既設構造物の配筋状況の確認を目的とした特別な機器（鉄筋探査等）を用いた調査に要する費用

・防護柵の出来形管理のための非破壊試験に要する費用

(ハ) 施工合理化調査，施工形態動向調査及び諸経費動向調査に要する費用

・調査に要する費用とし、その費用については、間接工事費、一般管理費等の対象とする。

(ニ) ＩＣＴ建設機械に要する以下の費用

・保守点検

・システム初期費

・３次元起工測量・３次元設計データの作成費用

なお，システム初期費については一工事あたり使用機種毎に一式計上とする（施工箇所が点在する工事の場

合は，箇所ごとに計上するのではなく，一工事あたり使用機種毎に一式計上とする）。 

(ホ) その他，前記イ，ロ，ハ，ニに含まれない項目で，特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用

(ニ) ＩＣＴ建設機械に要する以下の費用

・保守点検

・システム初期費

・３次元起工測量・３次元設計データの作成費用

なお，システム初期費については一１工事あたり当り使用機種毎に一式計上とする（施工箇所が点在する工

事の場合は，箇所ごと毎に計上するのではなく，一１工事あたり当り使用機種毎に一式計上とする）。 

現行どおり
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記載の変更

工　　　種       現場管理費

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　　行 改　　　 　　正 備　 　考

Ⅰ-2-②-38

積算上の注意事項

ロ） 緊急工事の場合

緊急工事は 2.0％の補正値を加算するものとする。緊急工事とは，昼夜間連続作業が前提となる工事で

直轄河川災害復旧事業等事務取扱要綱第９条に示す緊急復旧事業及び直轄道路災害復旧事業事務取扱要綱

第 10 条に示す緊急復旧事業並びにこれと同等の緊急を要する事業とする。 

２) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正及び計算

イ) 表－３の適用条件に該当する場合，別表第２（第１表～第４表）の現場管理費率に下表の補正係数を乗

じるものとする。 

表－３ 地域補正の適用

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対象 

大都市(１)，(２)

鋼橋架設工事 
札幌市，仙台市，さいたま市，川口市，草加市，千

葉市，市川市，船橋市，習志野市，浦安市，東京特

別区，八王子市，横浜市，川崎市，相模原市，新潟

市，静岡市，名古屋市，京都市，大阪市，堺市，神

戸市，尼崎市，西宮市，芦屋市，広島市，北九州市

，福岡市の市街地部が施工箇所に含まれる場合。 

1.2 １ 

舗装工事 

電線共同溝工事

道路維持工事 

下水道工事 

（１），（２） 

市街地（DID 補正）

（１） 

鋼橋架設工事 

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.1 ２ 

電線共同溝工事

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

一般交通影響有り

（１） 
全ての工種（※）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量（上下

合計）が 5,000 台/日以上の車道において，車線変

更を促す規制を行う場合。ただし，常時全面通行

止めの場合は対象外とする。

1.1 ３ 

一般交通影響有り

（２） 
全ての工種（※）

一般交通影響有り（１）以外の車道において，車

線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面通行止め

の場合を含む。） 

1.1 ４ 

市街地（DID 補正）

（２） 

市街地（DID補

正）（１）以外

（※） 

市街地（DID 補正）（１）で適用となる工種区分以

外で，市街地部が施工箇所に含まれる場合。 
1.1 ５ 

山間僻地及び離島 全ての工種（※）
人事院規則における特地勤務手当を支給するため

に指定した地区，及びこれに準ずる地区の場合。 
1.0 ６ 

※コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。

（注）１．市街地とは，施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお，ＤＩＤ地区とは，総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人／km2 以上でその

全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。 

２．適用条件の複数に該当する場合は，適用優先によるが，共通仮設費で決定した施工地域区分と同じ

ものを適用すること。 

現行どおり

表－３ 地域補正の適用

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対象 

市街地（DID補正）

（１）－１ 

電線共同溝工事

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 

1.2 １ 

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

一般交通影響有り

（１）－１ 

電線共同溝工事
２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量（上下合

計）が5,000台/日以上の車道において、車線変更を

促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの

場合は対象外とする。 

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

一般交通影響有り

（２）－１ 

電線共同溝工事

一般交通影響有り（１）以外の車道において、車線

変更を促す規制を伴う場合。（常時全面通行止めの

場合を含む。） 

道路維持工事 

舗装工事 

橋梁保全工事 

市街地（DID補正）

（１）－２ 

電線共同溝工事、

道路維持工事、舗

装工事、橋梁保全

工事以外の工種

（※） 

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.1 ２ 

一般交通影響有り

（１）－２ 

電線共同溝工事、

道路維持工事、舗

装工事、橋梁保全

工事以外の工種

（※） 

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量（上下

合計）が5,000台/日以上の車道において、車線変

更を促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行

止めの場合は対象外とする。

1.1 ３ 

一般交通影響有り

（２）－２ 

電線共同溝工事、

道路維持工事、舗

装工事、橋梁保全

工事以外の工種

（※） 

一般交通影響有り（１）以外の車道において、車

線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面通行止

めの場合を含む。） 

1.1 ４ 

山間僻地及び離島 全ての工種（※）
人事院規則における特地勤務手当を支給するため

に指定した地区及びこれに準ずる地区の場合。 
1.0 ５ 

※コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。

（注）１．市街地とは，施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお，ＤＩＤ地区とは，総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人／km2 以上でその

全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。 

２．適用条件の複数に該当する場合は，適用優先によるが，共通仮設費で決定した施工地域区分と同じ

ものを適用すること。 
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記載の修正

Ⅰ-3-①-1

積算上の注意事項

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

工　 　種 一般管理費等

第３章 一般管理費等及び消費税等相当額 

① 一般管理費等 

１ 一般管理費の項目及び内容 

(１) 役員報酬

取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与（損金算入分）

(２) 従業員給料手当

本店及び支店の従業員に対する給料，諸手当及び賞与

(３) 退職金

退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金

(４) 法定福利費

本店及び支店の従業員に関する労災保険料，雇用保険料，健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負

担額

(５) 福利厚生費

本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽，貸与被服，医療，慶弔見舞等，福利厚生等，文化活動等に要する

費用

(６) 修繕維持費

建物，機械，装置等の修繕維持費，倉庫物品の管理費等

(７) 事務用品費

事務用消耗品費，固定資産に計上しない事務用備品費，新聞，参考図書等の購入費

(８) 通信交通費

通信費，交通費及び旅費

(９) 動力，用水光熱費

電力，水道，ガス，薪炭等の費用

(10) 調査研究費

技術研究，開発等の費用

(11) 広告宣伝費

広告，公告，宣伝に要する費用

(12) 交際費

本店及び支店などへの来客等の対応に要する費用

(13) 寄付金

(14) 地代家賃

事務所，寮，社宅等の借地借家料

(15) 減価償却費

建物，車両，機械装置，事務用備品等の減価償却額

(16) 試験研究費償却

新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額

(17) 開発費償却

新技術又は新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額

(18) 租税公課

不動産取得税，固定資産税等の租税及び道路占用料，その他の公課

(19) 保険料

火災保険及びその他の損害保険料

(20) 契約保証費

契約の保証に必要な費用

(21) 雑費

電算等経費，社内打ち合せ等の費用，学会及び協会活動等諸団体会費等の費用

(９) 動力，用水光熱費

電力，水道，ガス，薪炭等の費用

現行どおり

現行どおり
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. .

工　　　種 随意契約

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

Ⅰ-4-①-3

積算上の注意事項

(４) 現場環境改善等費（仮設備関係，安全営繕関係，営繕安全関係及び地域連携）（総価契約単価合意方式以外

の場合に適用） 

１) 積上げ計算部分

実態に合わせ調整する。

２) 調整計算の方法（率計算部分）

(イ) 現工事及び追加工事とも現場環境改善等費の場合

Ａ≦Ｄ×γ1－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の現場環境改善等費 

Ｂ：現工事の現場環境改善費対象額 

Ｄ：合算工事の現場環境改善費対象額 

γ1：Ｄに相当する現場環境改善等費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の現場環境改善等費率 

ただし，前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし，追加工事に関する現場環境改

善等費は計上しない。 

また，Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

(ロ) 追加工事のみが現場環境改善等費の対象工事の場合

追加工事の単独計算

現行どおり

β2＝β②・Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の補正後の共通仮設費率（％） 

なお，補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

β②：Ｂに相当する現工事の工種の補正前の共通仮設費率 

ただし，前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし，追加工事に関する共通仮設費

は計上しない。 

また，Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

(４) 現場環境改善等費（仮設関係，安全関係，営繕関係）（総価契約単価合意方式以外の場合に適用）

１) 積上げ計算部分

実態に合わせ調整する。

２) 調整計算の方法（率計算部分）

(イ) 現工事及び追加工事とも現場環境改善等費の場合

Ａ≦Ｄ×γ1－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の現場環境改善等費 

Ｂ：現工事の対象額 

Ｄ：合算工事の対象額 

γ1：Ｄに相当する現場環境改善等費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の現場環境改善等費率 

ただし，前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし，追加工事に関する現場環境改

善等費は計上しない。 

また，Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

(ロ) 追加工事のみが現場環境改善等費の対象工事の場合

追加工事の単独計算

現行どおり
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記載の修正

Ⅰ-7-①-1

積算上の注意事項

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

工　 　種 土木請負工事の特許使用料の積算

第７章 土木請負工事の特許使用料の積算 

① 土木請負工事の特許使用料の積算について

１．土木 請負工事費の積算において必要な特許使用料の算定については次のとおりとする。ただし，これにより難い

場合は別途考慮するものとする。 

(１) 特許使用料の適用

特許使用料の適用は，特許権等に係る施工法・試験法・製造法並びに特許権,実新案権及び意匠権等を用いて

施工・製作させた装置等,工業所有権等に係るもの全てを対象とした特許工法等とし,特許法に基づく手続のう

ち,設定登録が完了している場合及び出願を完了し，且つ，設定登録が完了していない手続き期間において，当

該工法等を使用する積算に適用する。また，特許使用料を計上するのは，共有特許及び民間特許工法等を使用す

る場合とする。 

(２) 特許使用料の積算

特許使用料は，工事を施工するのに直接必要とする経費とし，その算定は契約に基づき使用する特許の使用料

および派出する技術者等に要する費用の合計額とする。 

１）特許使用料の算出

共有特許工法等を使用する場合は，実施契約に基づく，民間企業等が有する特許権の持分に対応した特

許使用料を計上し，民間特許工法等を使用する場合は，当該特許工法に係る全ての特許使用料を計上する。

なお，特許権，実用新案権及び意匠権等を用いて施工・製作させた装置等については，特許使用料が含

まれている場合があるので留意されたい。 

直接工事費 

工事原価 

間接工事費 請負工事費 

工事価格 

消費税相当額 一般管理費等 

労務費 

材料費 

直接経費 

機械経費 

水道光熱電力料 

特許使用料 

現行どおり

現行どおり

直接工事費 

工事原価 

間接工事費 請負工事

工事価格 

消費税等相当額 一般管理費等 

労務費 

材料費 

直接経費 

機 械 経

水道光熱電力

特許使用料 
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記載の修正

Ⅰ-8-①-1

積算上の注意事項

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

工　 　種 時間的制約を受ける公共土木工事の積算

① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について

１．公共土木工事において，下記に示す項目により継続的に時間的制約を受け，通常の作業時間を確保することがで

きない場合における当該作業の積算に係る労務費の算定は次のとおりとする。 

(１) 時間的制約条件

１)現道の交通量の多い時間帯

２)通勤・通学の時間帯

３)公的な輸送機関（バス・鉄道等）のピークとなる時間帯

４)工事場所周辺地域の生活，各種営業活動等の時間帯等 

以上の時間帯を避けた施工を必要とする場合とする。 

ただし，ある特定の日のみの制約（例：毎週○曜日のみ）を受ける場合は適用しない。 

(２)制約を受ける作業時間の適用範囲 

制約を受ける作業時間については，４時間/日以上～7.5時間/日以下とする。 

なお，制約を受ける作業時間が４時間/日未満の場合は，別途施工条件等を考慮し適正に積算するものとす

る。 

(３)労務費の算定方法 

時間的に制約を受ける工事の設計労務単価の補正割増しは，以下の方法により行うものとする。 

１)作業時間の算出 

拘束時間＝作業終了時間－作業開始時間（なお，標準拘束時間は９時間とする） 

作業時間＝拘束時間－１時間（休憩時間帯）（なお，標準作業時間は８時間とする） 

２)補正割増し係数

時間的制約状況の程度 補正割増し係数 

時 間 的 制 約 を 受 け る 場 合 1.06 

時 間 的 制 約 を 著 し く 受 け る 場 合 1.14 

注）「時間的制約を受ける場合」とは，作業時間が７時間/日を超え7.5時間/日以下をいう。 

「時間的制約を著しく受ける場合」とは，作業時間が４時間/日以上～７時間/日以下をいう。 

３)設計労務単価の補正割増し 

設計労務単価は，次式により補正割増しを行うものとする。 

イ）通常勤務すべき時間帯（８時～17時）内において作業時間に制約を受ける場合の設計労務単価 

設計労務単価＝公共工事設計労務単価×補正割増し係数 

ロ）施工条件により，やむを得ず通常勤務すべき時間帯（８時～17時）を外して作業を行う場合の設計労

務単価（例－1，例－2） 

設計労務単価＝［公共工事設計労務単価＋割増し賃金］×補正割増し係数 

現行どおり

① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について

１．公共土木工事において，下記に示す項目により継続的に時間的制約を受け，通常の作業時間を確保することがで

きない場合における当該作業の積算に係る労務費の算定は次のとおりとする。 

(１) 時間的制約条件

１)現道の交通量の多い時間帯

２)通勤・通学の時間帯

３)公的な輸送機関（バス・鉄道等）のピークとなる時間帯

４)工事場所周辺地域の生活、各種営業活動等の時間帯等

５)山間部など現場条件によって作業時間に制約を受ける場合等 

１)～４)の時間帯を避けた施工を必要とする場合又は５)の制約を受ける場合とする。 

ただし，ある特定の日のみの制約（例：毎週○曜日のみ）を受ける場合は適用しない 
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Ⅰ-8-①-2

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

積算上の注意事項

現　 　行

工　 　種 時間的制約を受ける公共土木工事の積算

改　 　正 備　 　考

記載の修正

記載の修正

（例－１）20時～６時の時間帯の中で21時～５時までの時間的制約を受けた場合 

制約を受けた時間帯（７ｈ） 

４ｈ ３ｈ １ｈ

ｈ

基準額×1.5 

制約補正後の設計労務単価 

20 21 １ ２ ５ ６ 

（例－２）18時～４時の時間帯の中で19時～３時までの時間的制約を受けた場合 

制約を受けた時間帯（７ｈ） 

３ｈ ３ｈ １ｈ

ｈ

基準額×α 

制約補正後の設計労務単価 

18 19 23 24 ３ ４ 

１ｈ

ｈ

20 

（例－１）20時～６時の時間帯の中で21時～５時までの時間的制約を受けた場合 

設計労務単価＝［基準額＋割増し賃金］×補正割増し係数 

＝基準額×1.5×1.14 

＝基準額×1.71 

ただし，割増し賃金＝基準額×0.5 

（例－２）18時～４時の時間帯の中で19時～３時までの時間的制約を受けた場合 

設計労務単価＝［基準額＋割増し賃金］×補正割増し係数 

＝基準額×1.428×1.14 

＝基準額×1.628 

ただし，α＝割増し率 

＝（1h×1.0＋6h×1.5）／7h 

＝1.428 

割増し賃金＝基準額×0.428 

ハ） 設計労務単価に他の特殊割増し（積雪寒冷地域での冬期割増し等）を合わせて考慮する場合は，割増し部分

が重複しないように注意するものとする。

ニ） 機械付労務の労務費についても補正割増しの対象とする。

(４) 機械損料の補正

時間的制約を受ける工事の積算にあたって，機械損料を補正する場合には「建設機械損料の算定について」

（建設省機発第65号）〔昭和55年２月 22日付〕により，行うものとする。 

(５) 工期の設定

時間的制約を受ける工事の工期設定にあたっては，制約された作業時間により適正な工期の設定を行うも

のとする。 

制約を受けた時間帯（７ｈ） 

４ｈ ３ｈ １ｈ

ｈ

基準額×1.5 

制約補正後の設計労働単価 

20 21 １ ２ ５ ６ 

制約を受けた時間帯（７ｈ） 

３ｈ ３ｈ １ｈ

ｈ

基準額×α 

制約補正後の設計労働単価 

18 19 23 24 ３ ４ 

１ｈ

ｈ

20 

現行どおり

現行どおり
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

. 適用基準の改定に
伴う修正

Ⅰ－１０－①－１

積算上の注意事項

工　　　種 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

第 10 章 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算 

① 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について 

土木請負工事を一時中止した場合の増加費用等の負担については，下記により積算するものとする。

１． 増加費用等の考え方 

１－１ 増加費用等の適用 

増加費用等の適用は，発注者が工事の一時中止（部分中止により工期延期となった場合を含む）を指示し

それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。 

１－２ 増加費用等の範囲 

増加費用として積算する範囲は，工事現場の維持に要する費用，工事体制の縮小に要する費用，工事の

再開準備に要する費用，中止により工期延期となる場合の費用，工期短縮を行った場合の費用とする。 

(１) 工事現場の維持に要する費用

工事現場の維持に要する費用とは，中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械

器具，労務者又は技術職員（専門職種を含む。以下同じ。）を保持するために必要とされる費用等とする。

(２) 工事体制の縮小に要する費用

工事体制の縮小に要する費用とは，中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで

体制を縮小するため，不要となった機械器具，労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等とする。

(３) 工事の再開準備に要する費用

工事の再開準備に要する費用とは，工事の再開予告後，工事を再開できる体制にするため，工事現場に再

投入される機械器具，労務者，技術職員の転入に要する費用等とする。

(４) 中止により工期延期となる場合の費用

中止により工期延期となる場合の費用とは，工期延期となることにより追加で生じる社員等給与，現場事

務所費用，材料の保管費用，仮設諸機材の損料等に要する費用等とする。 

(５) 工期短縮を行った場合の費用

工期短縮を行った場合の費用とは，工期短縮の要因が発注者に起因する場合，自然条件（災害等含む）に

起因する場合の工期短縮に要する費用等とする。なお，工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用

を見込まないものとする。

２． 増加費用等の算定 

２－１ 増加費用等の構成 

中止期間中の現場維持等に要する費用は，工事原価内の間接工事費の中で計上し，一般管理費等の対象と

する。 

（注) 中止に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料，直接労務及び直接経費に係る費用は，該当する工種に追加

計上し，設計変更により処理するものとする。 

工事価格 

消費税等相当額 

請負工事費 

工事原価 

一般管理費等 

直接工事費 

間接工事費 

共通仮設費 

現場管理費 

純工事費 

中止期間中の現場維持等の費用 

＋ 

工期短縮により増加する費用 

＊中止に伴う本支店における増加費用を含む 

＊ 

現行どおり

第 10 章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の 

積算 

① 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について 

受注者の責めに帰すことができないものにより請負工事の設計図書の変更に伴う工期の延長や一時中止（以下

「工期延長等」という。）をした場合の増加費用等の負担については，下記により積算するものとする。

１． 増加費用等の考え方 

１－１ 増加費用の適用 

増加費用の適用は，工期延長等に伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。 

１－２ 増加費用の範囲 

増加費用として積算する範囲は，工事現場の維持に要する費用，工事体制の縮小に要する費用，工事の

再開準備に要する費用，工期延長等となる場合の費用，工期短縮を行った場合の費用とする。 

(１) 工事現場の維持に要する費用

工事現場の維持に要する費用とは，工期延長等に伴い工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器

具，労務者又は現場常駐の従業員（専門職種を含む。以下同じ。）を保持するために必要とされる費用等と

する。

(２) 工事体制の縮小に要する費用

工事体制の縮小に要する費用とは，中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで

体制を縮小するため，不要となった機械器具，労務者又は現場常駐の従業員の配置転換に要する費用等とす

る。

(３) 工事の再開準備に要する費用

工事の再開準備に要する費用とは，工事の再開予告後，工事を再開できる体制にするため，工事現場に再

投入される機械器具，労務者，現場常駐の従業員の転入に要する費用等とする。

(４) 工期延長等となる場合の費用

工期延長等となる場合の費用とは，工期延長等となることにより追加で生じる社員等給与，現場事務所費用，材

料の保管費用，仮設諸機材の損料等に要する費用等とする。 

２． 増加費用の算定 

２－１ 増加費用の構成 

工期延長等に伴う現場維持等に要する費用は，工事原価内の間接工事費の中で計上し，一般管理費等の対

象とする。 

（注) 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料，直接労務及び直接経費に係る費用は，該当する工種

に追加計上し，設計変更により処理するものとする。 

工事価格 

消費税等相当額 

請負工事費 

工事原価 

一般管理費等 

直接工事費 

間接工事費 

共通仮設費 

現場管理費 

純工事費 

工期延長等に伴う現場維持等の費用 

＋工期短縮により増加する費用 

＊工期延長等に伴う本支店における増加費用を含む 

＊ 
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

. 適用基準の改定に
伴う修正

Ⅰ－１０－①－２

積算上の注意事項

工　　　種 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

増加費用は，原則，工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定することとし，中止期間３ヶ月

以内の算定方法は以下のとおりとする。ただし，中止期間が３ヶ月を超える場合等は，別途考慮すること。 

２－２ 中止期間中の現場維持等に要する費用 

(１) 標準積算により算定する場合，中止期間中の現場維持等に要する費用として積算する内容は以下の積上げ

項目及び率項目とする。

１) 積上げ項目

積上げ計上する項目は，直接工事費,仮設費及び事業損失防止施設費における材料費，労務費，水道光熱

電力等料金，機械経費で現場維持等に要する費用であり，下記の内容とする。

イ．直接工事費に計上された材料（期間要素を考慮した材料）及び仮設費に計上された仮設材等の中止期間

中に係る損料額及び補修費用

ロ．直接工事費,仮設費及び事業損失防止施設費における項目で現場維持等に要する費用

２) 率で計上する項目

中止に伴い増加する費用の内，現場経費で算定する内容は下記のとおりとする。

イ．運搬費の増加費用

現場搬入済みの建設機械（質量 20ｔ以上の建設機械含む）の工事現場外への搬出又は工事現場への再搬

入に要する費用及び大型機械類等の現場内小運搬。

ロ．安全費の増加費用

工事現場の維持に要する費用

（保安施設，保安要員の費用及び火薬庫，火工品庫の保安管理に要する費用）

ハ．役務費の増加費用

仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用，電力及び用水等の基本料金

ニ．営繕費の増加費用

現場事務所，労働者宿舎，監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用

ホ．現場管理費の増加費用

・現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用

・工事体制縮小のための労務者又は技術職員の配置転換に要する費用

・工事再開のための労務者又は技術職員の転入に要する費用

・工期延期となることにより追加で生じる社員等従業員給料手当

(２) 算定方法

中止に伴う現場維持等に要する費用の算定は，下記の式により算出する。 

Ｇ＝dg×J＋α 

ただし， 

Ｇ：中止期間中の現場維持等の費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

dg：中止に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

（前記２－２（１）２）に示す率項目） 

Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の現場管理費対象純工事費）(単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

α：積上げ費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

（前記２－２（１）１）に示す積上げ項目） 

１) 中止に伴い増加する現場経費率

ただし， 

dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

（前記２－２（1）２）に示す率項目） 

Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の現場管理費対象純工事費）(単位 円 1,000円未満切り捨て） 

Ｎ：中止日数（日） 

ただし，部分中止の場合は，部分中止に伴う工期延期日数。 

Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ，Ｂ，ａ，ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－１） 

dg＝〔Ａ )Ｂ ｛( －( ｝〕 )Ｂ 
Ｊ 

a×Ｊb+Ｎ 

Ｊ 

a×Ｊb Ｊ 

(Ｎ×Ｒ×100) 
+ 

増加費用は，原則，工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定することとし，工期延長等の期

間３ヶ月以内の算定方法は以下のとおりとする。ただし，工期延長等の期間が３ヶ月を超える場合や道路維持工

事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合等は，別途考慮すること。 

２－２ 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用 

(１) 標準積算により算定する場合，工期延長等に伴う現場維持等に要する費用として積算する内容は以下の積

上げ項目及び率項目とする。

１) 増加費用の構成費目は、次のとおりとする。

２) 増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 

ⅰ）現場における増加費用 

イ 材料費

① 材料の保管費用

工事を工期延等長したために，元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を，発注者が

倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入

出庫手数料 

② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費

工事を工期延長等したために，元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を，発注者が他の工事

現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費 

③ 直接工事費に計上された材料の損料等

元設計において期間要素を考慮した形状されている材料等の工期延長等に伴う損料額及び補修費用 

ロ 労務費

① 工事現場の維持等に必要な労務費

作業を伴わない作業員の労務費は，原則として計上しない。

ただし，必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり，受発注者協議により工事現場に労務者を常駐さ

せた場合にはその費用 

② 他職種に転用した場合の労務費差額

工事現場の保安等のために，受発注者協議により工事現場に常駐させた，トンネル・潜函工などの特殊技能労

働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と，従事した職種の発注者の設計上の単価差額の

費用 

※積上げ項目

安 全 費

事 業 損 失 防 止 施 設 費

準 備 費

運 搬 費

福 利 厚 生 費 等

地 代

労 務 管 理 費

社員等従業員給料手当

労 務 者 輸 送 費

営 繕 費

労 務 費

材 料 費

※

※

※

消費税等相当額

※

（元設計における直接工事費目）

（元設計における間接工事費目）

※
現場における
増加費用

本支店における
増加費用

増加費用

仮 設 費

機 械 経 費

水 道 光 熱 電 力 等 料 金

※

※

技 術 管 理 費

役 務 費

次項へ続く３項先へ移動
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

. 適用基準の改定に
伴う修正

積算上の注意事項

工　　　種 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

ハ 水道光熱電力等料金

工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため，発注者が指示し，あるいは受発注者協議により工期延長等の

要因発生後，再開までの間に稼動（維持）させるために要する水道光熱電力等に要する費用 

ニ 機械経費

① 工事現場に存置する機械の費用

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用

ⓐ 工事現場の維持のため存置することが必要であること，又は搬出費及び再搬入費（組立て，解体費を含

む。）が存置する費用を上回ること等により，発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費

用（組立て，解体費，賃料・損料，管理費を含む。）

ⓑ 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運搬費用

ホ 仮設費

① 仮設諸機材の損料

現場搬入済の仮設材料，設備等のうち，元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認

められる仮設諸機材の工期延長等に係る損料及び維持補修の増加費用 

② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

元設計には計上されていないが，工期延長等に伴う工事現場の維持等の必要上，発注者が新たに指示しある

いは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労力を含む。） 

③ 工期延長等となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用

ヘ 運搬費

① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用

工期延長等の要因発生時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと

同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用 

② 大型機械類等の現場内運搬

元設計に計上した機械類，資材等のうち，工期延長等されたために，新たに工事現場内を移動させることを発

注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械，材料，仮設物等の運搬費用 

ト 準備費

別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡かた

づけ，再開準備のための諸準備・測量等で，発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めたも

のに係る準備費用 

チ 事業損失防止施設費

仮設費に準じて積算した費用

リ 安全費

① 既存の安全設備に係る費用

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち，原則として元設計において期間要素を考

慮して計上されているものと同等と認められる，安全設備等の工期延長等に伴う損料及び維持補修の費用 

② 新たな工事現場の維持等に要する安全費

元設計には計上されていないが，工期延長等に伴い，工事現場の安全を確保するため，発注者が新たに指示し

あるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用（保安要員費を含む。）

ヌ 役務費

① プラント敷地，材料置場等の敷地の借上げ料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷

地の工期延長等期間に係る借上げ，解約などに要した増加費用 

② 電力水道等の基本料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る工期延長

等期間中の基本料 

ル 技術管理費

原則として増加費用は計上しないものとする。 原則 増 費用 計 す 。

ただし，現場搬入済の調査・試験用の機器，技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているもの 

次項へ続く

次項からの続き

次項へ続く

次項からの続き
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

.

積算上の注意事項

適用基準の改定に
伴う修正

工　　　種 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

と同等と認められるものがある場合には，仮設費に準じて積算した費用 

ヲ 営繕費

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上さ

れたものと同等と認められる営繕施設の工期延長等期間に係る維持費，補修費及び損料額又は営繕費，労務者輸送

費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における工期延長等期間中の維持費，補修費，損

料額及び労務者輸送に要する費用 

ワ 労務者輸送費

元設計が，営繕費，労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する

労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用 

カ 社員等従業員給料手当

工期延長等期間中等の工事現場の維持等のために，受発注者協議により定めた次の費用

① 元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械，電気設備の保安に係るものを含む。）に支給する給料手当の費用

② 工期延長等の要因発生時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員

に支給する給料手当の費用 

③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間，現場常駐の従業員に支給する給料手当の費

用

④ 工期延長等となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費

用 

ヨ 労務管理費

① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用

工期延長等によって遊休となった労務者のうち，当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤者も

含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお，専

従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており，かつ当該工事現場に相

当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」とい

う。）（通勤者も含む。）とする。 

② 解雇・休業手当を払う場合の費用

受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するた

めに必要な費用 

タ 地 代

現場管理費の内，営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の工

期延長等期間の費用 

レ 福利厚生費等

現場管理費の内，現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管理費率の

中に計上されている費用の工期延長等期間中の費用 

ⅱ) 本支店における増加費用

中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 

ⅲ) 消費税相当額 

現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用 

次項からの続き次項からの続き

次項へ続く
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

.

Ⅰ－１0－①－３

積算上の注意事項

適用基準の改定に
伴う修正

適用基準の改定に
伴う修正

適用基準の改定に
伴い削除

工　　　種 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

担　　　当

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

別表－1 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 
地方部（一般交

通等の影響な

し） 

地方部（一般交

通等影響有） 

山間僻地離島 

市街地 

（ＤＩＤ地区・

準ずる地区） 

河川工事 739.2 781.0 807.6 -0.2636 0.3687 0.3311 

河川・道路構造物工事 180.4 190.6 197.2 -0.1562 0.8251 0.3075 

海岸工事 105.5 111.4 115.2 -0.1120 1.6285 0.2498 

道路改良工事 339.5 358.7 370.9 -0.1935 0.4461 0.3348 

鋼橋架設工事 550.3 581.5 601.3 -0.2612 0.0717 0.4607 

ＰＣ橋工事 476.3 503.2 520.4 -0.2330 0.8742 0.3058 

橋梁保全工事 180.4 190.6 197.2 -0.1562 0.8251 0.3075 

舗装工事 453.4 479.0 495.4 -0.2108 0.0761 0.4226 

共同溝等工事 
(1) 209.6 221.5 229.1 -0.1448 0.1529 0.4058 

(2) 154.8 163.6 169.1 -0.1153 0.3726 0.3559 

トンネル工事 293.8 310.3 321.0 -0.1718 0.0973 0.4252 

砂防・地すべり等工事 151.0 159.5 164.9 -0.1379 0.4267 0.3357 

道路維持工事 96.0 101.4 104.9 -0.0926 0.1699 0.3933 

河川維持工事 439.2 464.0 479.9 -0.2138 0.0144 0.5544 

下水道工事 

(1) 437.5 462.4 478.1 -0.2054 0.0812 0.4356 

(2) 135.2 142.9 147.8 -0.1089 0.2598 0.3771 

(3) 106.4 112.6 116.3 -0.1078 0.5988 0.3258 

公園工事 244.3 258.1 267.0 -0.1733 0.2026 0.3740 

コンクリートダム工事 351.8 371.8 384.5 -0.1793 11.6225 0.1998 

フィルダム工事 508.1 536.9 555.1 -0.2055 0.0617 0.4440 

電線共同溝工事 256.9 271.4 280.8 -0.1615 8.1264 0.1740 

（注）係数Ａの区分は以下のとおりとする。 

１．市街地（ＤＩＤ地区及びこれに準ずる地区） 

施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお，ＤＩＤ地区とは，総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人／km2 以上でその全体が

5,000 人以上となっている地域をいう。 

２．山間僻地及び離島 

施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区，及びそれに準ずる地区をい

う。 

３．地方部 

施工地域が上記以外の地区をいう。 

なお，一般交通等影響有とは以下の場合をいう。 

①施工場所において，一般交通の影響を受ける場合

②施工場所において，地下埋設物件の影響を受ける場合

③施工場所において，50ｍ以内に人家等が連なっている場合

削除

３項前から移動

(２) 算定方法

工期延長等に伴う現場維持等に要する費用の算定は，下記の式により算出する。

Ｇ＝dg×J＋α

ただし，

Ｇ：工期延長等に伴う現場維持等の費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

dg：工期延長等に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

（前記２－２（１）２）に示す率項目） 

Ｊ：対象額（工期延長等時点の契約上の現場管理費対象純工事費）(単位 円 1,000 円未満切り捨て）

α：積上げ費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

（前記２－２（１）１）に示す積上げ項目） 

１) 工期延長等に伴い増加する現場経費率

ただし， 

dg：工期延長等に伴い増加する現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め） 

（前記２－２（1）２）に示す率項目） 

Ｊ：対象額（工期延長等時点の契約上の現場管理費対象純工事費）(単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

Ｎ：工期延長等日数（受注者の責めに帰す場合は除く）（日） 

ただし，部分中止の場合は，部分中止に伴う工期延長等日数。 

Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ，Ｂ，ａ，ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－１） 

別表－1 

（注）係数Ａ・Ｂの区分の施工地域区分は、「第Ⅰ編第２章②間接工事費３現場管理費」によるものとする。 

dg＝〔Ａ )Ｂ ｛( －( ｝〕 )Ｂ 
Ｊ 

a×Ｊb+Ｎ 

Ｊ 

a×Ｊb Ｊ 

(Ｎ×Ｒ×100) 
+
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

記載の変更

Ⅰ-13-②-21

積算上の注意事項

工　　　種 市場単価の1日当り標準施工量

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現行どおり

表 15．５ 標識板設置 （案内標識 ［路線番号除く]） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

標識板設置 

(案内標識) 

路線番号は 

除く 

路側式 

片持式 

門型式 

添架式 

取付金具(クランプ型 

ブラケットを除く)を含む 

広角プリズム 
1

枚

当

り

面

積 

2.0㎡未満 ㎡ 

25 

2.0㎡以上 ㎡ 

カプセルプリズム 

カプセルレンズ 

2.0㎡未満 ㎡ 

2.0㎡以上 ㎡ 

封入プリズム・封

入レンズ 

2.0㎡未満 ㎡ 

2.0㎡以上 ㎡ 

表 15．６ 標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識) 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

標識板設置 
警戒・規制・指示・ 

路線番号標識 

板の枚数，補助板の有無を問 

わず 
基 30 

表 15．７ 添架式標識板取付金具設置 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

添架式標識板

取付金具設置 

信号アーム部に取付 組 20

照明柱・既設標識柱に取付 組 20

歩道橋に取付 組  3

表 15．８ 標識基礎設置 （片持式・門型式） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

基礎設置 

コンクリート

基礎アンカー

ボルトの設置

含む 

標識柱1基当りの 

基礎コンクリート容量 
4.0㎥未満 基 

8 4.0㎥以上 6.0㎥未満 基 

6.0㎥以上 基 

表 15．９ 標識柱・基礎撤去 （路側式 〔単柱式・複柱式〕） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

路側式 
単柱式(基礎含む) 柱径φ60.5,φ76.3,φ89.1,φ101.6 基 40 

複柱式(基礎含む) 柱径φ60.5,φ76.3,φ89.1,φ101.6 基 30 

表 15．10 標識柱撤去 （片持式・門型式） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

片持式 
1基当りの総質量 

(支柱のみ) 

400㎏未満 基 12 

400㎏以上 基 9 

門型式 

1スパン当りの長さ 

(支柱のみ) 

10ｍ未満 基 

2 10ｍ以上 20ｍ未満 基 

20ｍ以上 基 

現行どおり

表 15．８ 標識基礎設置 （片持式・門型式） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

基礎設置 

コンクリート

基礎アンカー

ボルトの設置

含む 

標識柱1基当りの 

基礎コンクリート容量 
4.0㎥未満 基 

0.125 4.0㎥以上 6.0㎥未満 基 

6.0㎥以上 基 
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

記載の変更

Ⅰ-13-②-22

積算上の注意事項

工　　　種 市場単価の1日当り標準施工量

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

表 15．11 標識板撤去 （路側式，片持式・門型式） 

区  分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

標識板撤去 

(添架式は除く) 

案内標識以外 路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識) 基 60 

案内標識 

(片持式・門型式) 

1枚当りの面積 2.0㎡未満 ㎡ 
50.0 

2.0㎡以上 ㎡ 

表 15．12 標識板撤去 （添架式標識板） 

区  分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

標識板撤去 

添架式標識板 

取付金具撤去含む 

信号アーム部 組 
20 

照明柱・既製標識柱 組 

歩道橋 組 3 

表 15．13 基礎 （コンクリート基礎） 撤去 

区  分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

基礎撤去 コンクリート基礎 基 2 

表 15．13 基礎 （コンクリート基礎） 撤去 

区  分 規 格 ・ 仕 様 単位 施工数量 

基礎撤去 コンクリート基礎 基 0.5 

現行どおり
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. .

Ⅵ-1-①-5

積算上の注意事項

工　 　種 区画線工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

記載の修正

現　 　行 改　 　正 備　 　考

現行どおり

４． 施工単価入力基準表 

(１) 区画線設置

施工歩掛コード SG301 施工単位 ⅿ 

施工区分 
入 力 条 件 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ 

各 種 

夜間作業の 

有 無 

①無し

②有り

施工方法 

区 分 

①溶融式手動 

②ペイント式 

溶剤型 

③ペイント式 

水性型 

豪雪補正  

の 有無  

①無し

②有り

規格・仕様 

区 分 

（表4.1） 

時間的制約 

の有無 

①無し

②有り

③著しく有り

塗布厚 

①1.5mm

②1.0mm

排水性舗装 

に施工する 

場合の補正 

①無し

②有り

施工区分 
入 力 条 件 

Ｊ８ Ｊ９ Ｊ１０ Ｊ１１ Ｊ１２ Ｊ１３ 

各 種 

未供用区間の

場合の補正 

①無し

②有り

溶融式塗料 

規格 

①含有量15～18%

②含有量20～23%

ペ イント 式 

塗料規格  

①常温

②加熱

塗料区分 

①白

②黄

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

③各種

プライマー 

規格 

①アスファルト舗装

②コンクリート舗装

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費，

労務費のみ

③材料費のみ

(注)１．Ｊ２条件で②，③を選択した場合は，Ｊ４条件で①，⑤及び⑦から選択すること。 

２．Ｊ２条件で②，③を選択した場合は，Ｊ６条件，Ｊ７条件，Ｊ９条件及び J１２条件を選択することは出

来ない。 

３．Ｊ２条件で①を選択した場合は，Ｊ１０条件を選択することは出来ない。 

４．Ｊ２条件で①を選択し，Ｊ１１条件で③を選択した場合は，塗料単価［円／kg］を単価入力すること。 

５．J２条件で②，③を選択し，Ｊ１１条件で③を選択した場合は，塗料単価［円／ℓ］を単価入力すること。 

６．Ｊ３条件でいう，豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。 

７．Ｊ４条件で⑬を選択した場合の施工量は，所要材料換算長（20％割増）が考慮されているため，塗布面積

を 15cm 換算した延長を入力する。 

８．Ｊ９条件で②を選択した場合は，Ｊ１１条件で②を選択することは出来ない。 

現行どおり

施工区分 
入 力 条 件 

Ｊ８ Ｊ９ Ｊ１０ Ｊ１１ Ｊ１２ Ｊ１３ 

各 種 

未供用区間の

場合の補正 

①無し

②有り

溶融式塗料 

規格 

①含有量15～18%

②含有量20～23%

ペ イント式  

塗料規格  

①常温 

②加熱 

塗料区分 

①白

②黄

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

③各種

プライマー 

規格 

①アスファルト舗装

②コンクリート舗装

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費，

労務費のみ

(1日未満用) 

③材料費のみ

(1日未満用) 
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Ⅵ-1-①-6

積算上の注意事項

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　 　種 区画線工

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

表４．１ 規格・仕様区分 

規 格 ・ 仕 様 入力番号 

実線 

15㎝ ① 

20㎝ ② 

30㎝ ③ 

45㎝ ④ 

破 線 

15㎝ ⑤ 

20㎝ ⑥ 

30㎝ ⑦ 

45㎝ ⑧ 

ゼブラ 

15cm ⑨ 

20cm ⑩ 

30cm ⑪ 

45cm ⑫ 

矢印・記号・文字 15㎝換算 ⑬ 

(２) 区画線消去

施工歩掛コード SG305 施工単位 ⅿ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

夜間作業の 

有無 

①無し

②有り

施工方法区分 

①削取り式

②ウォータージェット式

豪雪補正 

の有無 

①無し

②有り

消去対象物 

①溶融式

②ペイント式

時間的制約 

の有無 

①無し

②有り

③著しく有り

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費

労務費のみ

③材料費のみ

(注)１．施工量は，消去面積を 15㎝ 換算した延長とする。 

２．Ｊ２条件で①を選択した場合は，Ｊ４条件は選択する必要はない。 

３．Ｊ２条件で②を選択した場合は，Ｊ３条件及びＪ６条件を選択する必要はない。 

４．Ｊ３条件でいう，豪雪補正とは機械損料における豪雪地補正の有無である。 

５．ウォータージェット式で施工量が日当たり標準施工量未満の場合は，区画線消去（ウォータージェット

式 日当たり標準施工量未満）（SG307）により別途計上する。 

(３) 区画線消去（ウォータージェット式 日当たり標準施工量未満）

施工歩掛コード SG307 施工単位 式 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ 

夜間作業の有無 

①無し

②有り

消去対象物 

①溶融式

②ペイント式

(注)１．施工量は，消去面積を 15㎝ 換算した延長とする。 

２．施工量が日当たり標準施工量以上の場合は，区画線消去(SG305)により別途計上する。 

現行どおり

現行どおり

(２) 区画線消去

施工歩掛コード SG305 施工単位 ⅿ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

夜間作業の 

有無 

①無し

②有り

施工方法区分 

①削取り式

②ウォータージェット式

豪雪補正 

の有無 

①無し

②有り

消去対象物 

①溶融式

②ペイント式

時間的制約 

の有無 

①無し

②有り

③著しく有り

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費

労務費のみ

(1日未満用)

③材料費のみ

(1日未満用)
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Ⅵ-1-②-3

積算上の注意事項

工　 　種 高視認性区画線工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 高視認性区画線設置作業における供用区間及び未供用区間の取扱いは，下表のとおりとする。

表３．１ 施工場所区分 

区 分 工 事 種 別 

供 用 区 間 

維持修繕工事：維持修繕工事に伴う区画線工事 

現道拡幅工事等：現道拡幅工事に伴う区画線工事 

交通安全工事（１種）：交差点改良，停車帯等の交通安全工事（１種）に伴う区画線工事 

交通安全工事（２種）：現道の区画線の補修工事 

未供用区間 バイパス工事等：バイパス新設など未供用区間の区画線工事 

(２) 非リブ式（溶融式）における横断線はゼブラを適用する。

(３) 歩道部に区画線を設置する場合，高視認性区画線工と規格・仕様が同じであれば，適用出来る。

(４) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。

現行どおり

(２) 非リブ式（溶融式）高視認性区画線工における横断線歩道、停止線等はゼブラを適用する。

(３) 歩道部に区画線を設置する場合，高視認性区画線工と規格・仕様が同じであれば，適用出来る。

(４) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。
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記載の修正

現　 　行

工　 　種 高視認性区画線工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

改　 　正 備　 　考

Ⅵ-1-②-4

積算上の注意事項

施工区分 
入 力 条 件 

Ｊ８ Ｊ９ Ｊ１０ Ｊ１１ Ｊ１２ Ｊ１３ Ｊ１４ 

各 種 

ガラスビーズ 

規格 

①JIS R 3301

1号のみ 

②専用のみ

③JIS R 3301

1号・専用共 

ガラスビーズ 

(JIS R 3301 1号) 

使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

ガラスビーズ 

(専用) 

使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

プライマー 

使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

軽油 

使用量 

（L／1,000m） 

（実数入力） 

ガソリン 

使用量 

（L／1,000m） 

（実数入力） 

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費，

労務費のみ

(1日未満用) 

③材料費のみ

(1日未満用) 

４． 施工単価入力基準表 

(１) 高視認性区画線設置

施工歩掛コード SG313 施工単位 ⅿ 

施工区分 
入 力 条 件 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ 

各 種 

夜間作業の 

有無 

①無し

②有り

施工方法 

区分 

①リブ式

②非リブ式

豪雪補正の 

有無 

①無し

②有り

規格・仕様 

区分 

（表4.1） 

時間的制約の 

有無 

①無し

②有り

③著しく有り

未供用区間の 

場合の補正 

①無し

②有り

塗料使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

施工区分 
入 力 条 件 

Ｊ８ Ｊ９ Ｊ１０ Ｊ１１ Ｊ１２ Ｊ１３ Ｊ１４ 

各 種 

ガラスビーズ 

規格 

①JIS R 3301

1号のみ 

②専用のみ

③JIS R 3301

1号・専用共 

ガラスビーズ 

(JIS R 3301 1号) 

使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

ガラスビーズ 

(専用) 

使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

プライマー 

使用量 

（kg／1,000m） 

（実数入力） 

軽油 

使用量 

（L／1,000m） 

（実数入力） 

ガソリン 

使用量 

（L／1,000m） 

（実数入力） 

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費，

労務費のみ

③材料費のみ

(注)１．Ｊ２条件で①を選択した場合は，Ｊ４条件で④～⑧を選択することが出来ない。 

２．Ｊ３条件でいう，豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。 

３．使用製品に応じて塗料・ガラスビーズ・プライマー・軽油・ガソリンの使用量を実数入力すること。 

４．Ｊ８条件で①を選択した場合は，Ｊ１０条件を入力することが出来ない。 

５．Ｊ８条件で②を選択した場合は，Ｊ９条件を入力することが出来ない。 

６．塗料単価［円／kg］を単価入力すること。 

７．Ｊ８条件で②，③を選択した場合は，ガラスビーズ（専用）単価［円／kg］を単価入力すること。 

８．プライマー単価［円／kg］を単価入力すること。 

表４．１ 規格・仕様区分 

規格・仕様 番号 

実 線 

15㎝ ① 

20㎝ ② 

30㎝ ③ 

45cm ④ 

ゼブラ 

15㎝ ⑤ 

20㎝ ⑥ 

30㎝ ⑦ 

45㎝ ⑧ 

現行どおり

現行どおり
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改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　 　種 高視認性区画線工

Ⅵ-1-②-5

積算上の注意事項

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

(２) 高視認性区画線消去（削取り式）

施工歩掛コード SG317 施工単位 ⅿ 

施工区分 入力条件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

夜間作業の 

有無 

①無し

②有り

豪雪補正の 

有無 

①無し

②有り

時間的制約 

の有無 

①無し

②有り

③著しく有り

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費，

労務費のみ

(1日未満用)

③材料費のみ

(1日未満用)

(注)１．施工量は，消去面積を 15 ㎝換算した延長で入力する。 

２．本コードは，排水性舗装，コンクリート舗装の上に施工された区画線には適用出来ない。 

３．本コードは，貼付式の区画線には適用出来ない。 

４．Ｊ２条件でいう，豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。 

(２) 高視認性区画線消去（削取り式）

施工歩掛コード SG317 施工単位 ⅿ 

施工区分 入力条件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

夜間作業の 

有無 

①無し

②有り

豪雪補正の 

有無 

①無し

②有り

時間的制約 

の有無 

①無し

②有り

③著しく有り

費用の内訳 

①全ての費用

②機械費，

労務費のみ

③材料費のみ

(注)１．施工量は，消去面積を 15 ㎝換算した延長で入力する。 

２．本コードは，排水性舗装，コンクリート舗装の上に施工された区画線には適用出来ない。 

３．本コードは，貼付式の区画線には適用出来ない。 

４．Ｊ２条件でいう，豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。 

26 / 78



. .

工　 　種 橋梁塗装工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

語句の修正

Ⅵ-1-③-5

積算上の注意事項

(２) 補正係数の数値 

表２．10 補正係数の数値 

区 分 
記

号 

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗 替 塗 装 

継 手 部 

素地調整 
準備・補修 塗装作業 

清 掃 ・ 

水 洗 い 
素地調整 

研削材及び

ケレンかす

回収・積込工 

塗装作業 

補

正

係

数

箱 桁 構 造 

の 密 閉 部 
Ｋ1 - - - 1.42 1.79 1.42 1.42 

横 断 歩 道 橋 

側 道 橋 
Ｋ2 - 1.19 1.20 1.20 1.25 - 1.16 

弦材を有する 

構 造 
Ｋ3 - 1.25 1.28 1.33 1.62 - 1.24 

高 欄 部 

単 独 施 工 
Ｋ4 - - - 1.49 2.54 - 1.51 

新 橋 継 手 部 

現 場 塗 装 
Ｋ5 - - 1.44 - - - - 

床版補強鋼板 

現 場 塗 装 
Ｋ6 - - 1.33 - - - - 

(注) １．新橋継手部現場塗装の補正係数を適用する場合，他の補正は，重複して適用しない。 

２．横断歩道橋，側道橋で箱桁構造の場合は，箱桁構造の密閉部（Ｋ1）のみを適用し，横断歩道橋・側道

橋（Ｋ2）を重複して適用しない。 

３．横断歩道橋，側道橋で弦材を有する構造の場合は，弦材を有する構造（Ｋ3）のみを適用し，横断歩道

橋・側道橋（Ｋ2）を重複して適用しない。 

４．新橋現場塗装における継手部への中・上塗りは，新橋継手部現場塗装の補正（Ｋ5）を適用しない。 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量 

（注１） 設計単価＝標準単価×Ｋｎ 

現行どおり

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量 

（注１） 設計単価＝土木工事標準単価×Ｋｎ 
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Ⅵ-1-③-11

積算上の注意事項

現　 　行 改　 　正 備　 　考

語句の修正

工　 　種 橋梁塗装工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(参考) 

清 掃…粉塵，ばい煙などが付着したり土砂が堆積しているなど，ケレン作業に支障をきたしたり，塗装面に

影響があると判断される場合は，粉塵，ばい煙，土砂などを除去する必要がある。 

また，現場状況により水洗いによる塩分除去が出来ない場合はウエス等で除去する必要がある。 

水洗い…飛来塩分の影響を強く受ける海岸に架設された部材は，現場塗装開始前に付着塩分量を測定し，付着

塩分量が多い場合は塩分を除去する必要がある。 

また，海岸からの距離が遠い場合でも，海塩粒子の飛来，農薬散布，凍結防止剤の散布などにより塩

分が付着していることがあるので，塗膜の劣化状態から塩分付着の疑いがある場合は，付着塩分量を測

定し判断する。 

清掃フロー図 

粉塵，ばい煙，土砂等を 
除去する必要があるか 

付着塩分量測定 
NaCl 値 50 ㎎/㎡ 

現場状況等により 
水洗いが出来るか 

清掃・水洗い 

の必要なし 

清 掃 水 洗 い 

ケレン作業で同

時に除去 

ハケ，ウエス等

による清掃 

高圧水等などに

よる洗浄 

超える 

以下 

出来る 

出来ない 

ない 

ある 

現行どおり

清掃フロー図 

粉塵，ばい煙，土砂等を 

除去する必要があるか 

付着塩分量測定 
NaCl 値 50 ㎎/㎡ 

現場状況等により 

水洗いが出来るか 

清掃・水洗い 

の必要なし 

清 掃 水 洗 い 

ケレン作業で同

時に除去 

ハケ，ウエス等

による清掃 

高圧水等などに

よる洗浄 

超える 

以下 

出来る 

出来ない 

ない 

ある 
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記載の修正

Ⅵ-1-⑤-1

積算上の注意事項

工　 　種 コンクリートブロック積工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

⑤ コンクリートブロック積工

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 勾配が１割未満（１：1.0 未満）の法面に施工するブロック積みで，JIS タイプ（JIS で規定する形状寸

法）の積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個未満）を使用する場合に適用する。

ただし，コンクリートブロックは滑面タイプを標準とする。 

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの

１) 積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個以上）を使用する場合。

２) 作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合。

３） 勾配が１割以上（１：１．０以上）の法面に施工する場合。

４） JIS 以外の積ブロックを使用する場合。

(２) 特別調査等別途考慮するもの

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

２) その他，規格・仕様等が適合せず，標準単価が適用出来ない場合。

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 

（練積） 
○ ○ × 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 

（空積） 
○ ○ × 

（注）１．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

２．ブロック積工には，調整コンクリートも含む。 

３．標準単価には，練積の場合は,胴込・裏込コンクリートの打設手間を含むが，材料費は含まない。空

積の場合は,胴込砕石工の手間を含むが,材料費は含まない。なお，材料費については，施工単価入

力基準表（SG359）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費及び材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途考慮する。 
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⑤ コンクリートブロック積工 

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 勾配が１割未満（１：1.0 未満）の法面に施工するブロック積みで，JIS タイプ（JIS で規定する形状寸

法）の積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個未満）を使用する場合に適用する。

ただし，コンクリートブロックは滑面タイプを標準とする。

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの

１) 積ブロック（間知・ブロック質量 150kg ／個以上）を使用する場合。

２) 作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合。

３） 勾配が１割以上（１：１．０以上）の法面に施工する場合。

４） JIS 以外の積ブロックを使用する場合。

(２) 特別調査等別途考慮するもの

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

２) その他，規格・仕様等が適合せず，標準単価が適用出来ない場合。

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

ブロック積工 ○ ○ ○ 

（注）１．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

２．ブロック積工には，調整コンクリートも含む。 

３．標準単価には，胴込・裏込コンクリートの打設手間を含むが，材料費は含まない。なお，材料費に

ついては，施工単価入力基準表（SG359）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費及び材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途考慮する。 

２－２ 標準単価の規格・仕様 

ブロック積工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

表２．１ 規格・仕様区分 

（注）１．上表の日当り標準施工量には，コンクリートブロック積工，裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート

工までの一連作業を含む。 

２．裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート工を施工しない場合も上表による。 

区 分 規 格・仕 様 単位 
日当り 

標準施工量 

ブロック積工 
JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質量150㎏/個未満), 

調整コンクリート等 
㎡ １１ 
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Ⅵ-1-⑤-2

積算上の注意事項

コンクリートブロック積工工　 　種

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

２－２ 標準単価の規格・仕様 

ブロック積工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

表２．１ 規格・仕様区分 

（注）１．上表の日当り標準施工量には，コンクリートブロック積工，裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート

工（空積の場合は胴込砕石工）までの一連作業を含む。 

２．裏込砕石工，胴込・裏込コンクリート工を施工しない場合も上表による。 

区 分 規 格・仕 様 単位 
日当り 

標準施工量 

ブロック積工 
JISタイプの積ブロック(間知・ブロック質量150㎏/個未満), 

調整コンクリート等 
㎡ １１ １０ 
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工　 　種 コンクリートブロック積工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-1-⑤-3

積算上の注意事項

記載の修正

現　 　行 改　 　正 備　 　考

(２) 補正係数の数値

表２．３ 補正係数の数値 

区 分 記号 ブロック積工

補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合
Ｋ1 0.95 0.92 

空積の場合 Ｋ2 0.91 0.87

２－４ 直接工事費の算出 

練積の場合の直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋材料費（注２）ブロック材料費（注 2）+胴込・

裏込めコンクリート材料費（注 3） 

空積の場合の直接工事費＝(設計単価(注 1)×設計数量)+ブロック材料費(注 2）+胴込砕石材料費(注 4) 

(注１) 設計単価＝標準単価×（Ｋ1 or Ｋ2） 

(注２) ブロック材料費＝ブロック単価［円／個］×㎡当り使用量［個／㎡］×設計数量［㎡］ 

(注２３)胴込・裏込コンクリートを施工する練積の場合は, コンクリート材料費を計上する。材料費の

計上は次式による。 

材料費＝コンクリート（胴込・裏込）材料単価×設計数量×１.12（ロス分） 

(注４) 空積の場合は、胴込砕石材料費を計上する。材料費の計上は次式による。 

材料費＝砕石（胴込）材料単価×設計数量×1.12（ロス分） 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 布積，谷積を問わず適用出来る。

(２) 設計面積は，ブロック積本体の面積と調整コンクリートの面積を合計した面積とすること。

(３) 標準単価は， JIS タイプの滑面ブロックを標準とする。

JIS タイプの粗面・化粧ブロックを使用する場合やブロック材料単価が同一県内の地区により異なる場合は

次式により滑面ブロックとの材料単価差を加算する。 

ただし，補正係数を適用させる場合は，標準単価を補正した後，材料単価差を加算するものとする。 

式：標準単価［ブロック積工：円／㎡］×補正係数 

＋材料単価差（粗面・化粧ブロック［円／㎡］－滑面ブロック［円／㎡］） 

なお，ブロックの㎡当り単価の算出は次式による。 

式：ブロック単価 [ 円／㎡] ＝材料単価［円／個］×㎡当り使用量［個／㎡］ 

(４３) ブロック積工は，目地，水抜パイプ等の施工（材料費含む）の有無に関わらず適用出来る。

(５４) 遮水・止水シート及び吸出し防止材を全面に施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）

工」により別途計上する。 

(６５) 小口止コンクリートは，「第Ⅱ編第４章コンクリート工」により別途計上する。

(７６) 基礎・天端コンクリートを施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）工の現場打基

礎コンクリート工及び天端コンクリート工」により別途計上する。 

現行どおり

２－３ 補正係数 

(１) 補正係数の適用基準

表２．２ 補正係数の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 記号 備考

補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合
対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ1 対象数量

空 積 の 場 合 対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 Ｋ2 対象数量

(２) 補正係数の数値

表２．３ 補正係数の数値 

区 分 記号 ブロック積工

補 

正 

係 

数 

裏込コンクリート 

を施工しない場合
Ｋ1 0.95

空積の場合 Ｋ2 0.91

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量＋材料費（注２） 

(注１) 設計単価＝標準単価×（Ｋ1 or Ｋ2） 

(注２) 胴込・裏込コンクリートを施工する場合は, コンクリート材料費を計上する。材料費の計上は

次式による。 

材料費＝コンクリート（胴込・裏込）材料単価×設計数量×１.12（ロス分） 

３． 適用にあたっての留意事項 

標準単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 布積，谷積を問わず適用出来る。

(２) 設計面積は，ブロック積本体の面積と調整コンクリートの面積を合計した面積とすること。

(３) 標準単価は， JIS タイプの滑面ブロックを標準とする。

JIS タイプの粗面・化粧ブロックを使用する場合やブロック材料単価が同一県内の地区により異なる場合は

次式により滑面ブロックとの材料単価差を加算する。

ただし，補正係数を適用させる場合は，標準単価を補正した後，材料単価差を加算するものとする。

式：標準単価［ブロック積工：円／㎡］×補正係数

＋材料単価差（粗面・化粧ブロック［円／㎡］－滑面ブロック［円／㎡］） 

なお，ブロックの㎡当り単価の算出は次式による。 

式：ブロック単価 [ 円／㎡] ＝材料単価［円／個］×㎡当り使用量［個／㎡］ 

(４) ブロック積工は，目地，水抜パイプ等の施工（材料費含む）の有無に関わらず適用出来る。

(５) 遮水・止水シート及び吸出し防止材を全面に施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）

工」により別途計上する。

(６) 小口止コンクリートは，「第Ⅱ編第４章コンクリート工」により別途計上する。

(７) 基礎・天端コンクリートを施工する場合は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）工の現場打基礎

コンクリート工及び天端コンクリート工」により別途計上する。

(８) 基礎・裏込砕石を施工する場合，基礎砕石は「第Ⅱ編第２章②基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工」，裏込

砕石は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）工」により別途計上する。

次項へ
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工　 　種 コンクリートブロック積工

Ⅵ-2-⑤-4

積算上の注意事項

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(８７) 基礎・裏込砕石を施工する場合，基礎砕石は「第Ⅱ編第２章②基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工」，裏

込砕石は「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック積（張）工」により別途計上する。 
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ート積ブロック単価［円／個 ㎡］を単価入力すること。 

２.Ｊ４条件で①を選択した場合，Ｊ８～Ｊ９条件を入力する必要はない。 

２３．Ｊ５４条件で②を選択した場合，ブロック積の高さが３ｍ以下でなければならない。 

３４．Ｊ５４条件で②を選択した場合，Ｊ６５～Ｊ８７条件を入力する必要はない。 

４５．本コードは，胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含んでいるため，Ｊ７６条件の使用量は，ロス率

を含まない数量を入力すること。 

５６．胴込・裏込コンクリート㎡当り使用量は，胴込・裏込コンクリートの設計数量を入力する。 

６７．胴込・裏込コンクリートは，一般養生の施工の有無に関わらず適用出来る。 

７８．Ｊ８７条件で⑤を選択した場合は，生コンクリート単価［円／㎥］を単価入力すること。

 ９．Ｊ８条件で⑤を選択した場合は，砕石単価［円／m3］を単価入力すること。 

１０.本コードは,胴込砕石工の材料ロスを含んでいるため,J９条件の使用量は,ロス率を含まない数量を

工　 　種 コンクリートブロック積工

Ⅵ-2-⑤-5

積算上の注意事項

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

４． 施工単価入力基準表 

(１) コンクリートブロック積工

施工歩掛コード SG359 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ Ｊ８ 

表面の 

仕 様 

①滑面 

②粗面 

③化粧 

使用個数 

(個/㎡) 

(実数入力) 

時間的制約 

の 有 無 

①無し

②有り

③著しく有り 

夜間作業の 

有 無 

①無し 

②有り 

練積・空積 

の区分 

①練積 

②空積 

裏込コンク 

リ ー ト の 

施工の有無 

①有 

②無 

胴込・裏込 

コンクリート 

使用量 

(㎥/㎡) 

(実数入力) 

生コンク 

リートの 

規 格 

(表4.1) 

(注)１．Ｊ１条件で①を選択した場合，Ｊ２条件を入力する必要はない。②又は③を選択した場合，コンクリー

ト積ブロック単価［円／個］を単価入力すること。

２．Ｊ５条件で②を選択した場合，ブロック積の高さが３ｍ以下でなければならない。 

３．Ｊ５条件で②を選択した場合，Ｊ６～Ｊ８条件を入力する必要はない。 

４．本コードは，胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含んでいるため，Ｊ７条件の使用量は，ロス率を含

まない数量を入力すること。 

５．胴込・裏込コンクリート㎡当り使用量は，胴込・裏込コンクリートの設計数量を入力する。 

６．胴込・裏込コンクリートは，一般養生の施工の有無に関わらず適用出来る。 

７．Ｊ８条件で⑤を選択した場合は，生コンクリート単価［円／㎥］を単価入力すること。 

表４．１ 生コンクリート規格 

規 格 番 号

18-8-25(20)(普通) ①

18-8-40( 〃 ) ②

18-8-25(20)(高炉) ③

18-8-40( 〃 ) ④

各種 ⑤

４． 施工単価入力基準表 

(１) コンクリートブロック積工

施工歩掛コード SG359 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３２ Ｊ４３ Ｊ５４ Ｊ６５ Ｊ７６ 

表面の 

仕 様 

①滑面

②粗面

③化粧

コンクリー

ト積ブロッ

クの規格 

(表4.1) 

使用個数 

(個/㎡) 

(実数入力) 

時間的制約 

の 有 無 

①無し

②有り

③著しく有り

夜間作業の 

有 無 

①無し

②有り

練積・空積 

の区分 

①練積

②空積

裏込コンク 

リ ー ト の 

施工の有無 

①有

②無

胴込・裏込 

コンクリート 

使用量 

(㎥/㎡) 

(実数入力) 

Ｊ８７ Ｊ８ Ｊ９ 

生コンク 

リートの

規 格 

(表4.12) 

胴込砕石の 

規 格 

 (表4.3) 

胴込砕石 

使用量 

(㎥/㎡) 

(実数入力) 

(注)１．Ｊ１条件で①③を選択した場合，Ｊ２条件を入力する必要はない。②又は③を選択した場合，コンクリ

入力すること。 

表４．１ コンクリート積ブロック規格  表４．１２ 生コンクリート規格 

 表４．３ 胴込砕石規格 

砕 石 規 格 入力番号 

再生砕石 RC-40 ① 

再生砕石 RC-80 ② 

砕石 C-40 ③ 

砕石 C-80 ④ 

各種 ⑤ 

規 格 入力番号

18-8-25(20)(普通) ①

18-8-40( 〃 ) ②

18-8-25(20)(高炉) ③

18-8-40( 〃 ) ④ 

各種 ⑤ 

規 格 入力番号

JIS滑面 150kg/個未満 ①

JIS粗面 150kg/個未満 ②

各種 ③
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. .

工　　　種 排水構造物工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現 行 改 正 備　　　　考

語句の追加

Ⅵ-1-⑥-1

積算上の注意事項

工 種 
標準単価 

機 労 材 

自 由 勾 配 

側 溝 
○○

×

※

床

掘

り

基

礎

砕

石

埋

戻

し

基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

据

付

け

底
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

残

土

処

理

現行どおり

⑥ 排水構造物工

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 排水構造物工のうちプレキャスト製品によるＵ型（落蓋型，鉄筋コンクリートベンチフリュームを含む）

側溝，自由勾配側溝及び蓋版の設置，再利用撤去工事に適用。

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの

１） 再利用を目的としない側溝本体及び蓋版本体の撤去工事。

２) 地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における側溝の設置工事。

(２) 特別調査等別途考慮するもの

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

２) その他，規格・仕様等が適合しない場合。

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

(注）１．側溝本体，基礎砕石の材料費は含まない。 

２．敷モルタルの材料費（材料ロス含む）は含む。 

３．据付けに必要なクレーン及びカッタブレード，コンクリートカッタ，目地モルタル，Ｕ型側溝損

失分の費用，現場内小運搬等の費用を含む。 

４．基面整正は含まない。 

５．※については，施工単価入力基準表（SG323）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

(注）１．側溝本体，基礎砕石，基礎コンクリート，底部コンクリートの材料費は含まない。 

２．据付けに必要なクレーン及びカッタブレード，コンクリートカッタ，目地モルタル，自由勾配側

溝損失分の費用，現場内小運搬等の費用を含む。 

３．基面整正は含まない。 

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費，材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途計上する。 

５．※については，施工単価入力基準表，（SG325）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

工 種 
標準単価 

 機 労 材 

Ｕ 型 側 溝 ○○

×

※

工 種 
標準単価 

機 労 材 

自 由 勾 配 

側 溝 
○○

×

※

床

掘

り

基

礎

砕

石

残

土

処

理

敷

モ

ル

タ

ル

据

付

け

埋

戻

し

床

掘

り

基

礎

砕

石

埋

戻

し

基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト

据

付

け

底
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

残

土

処

理

現行どおり
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. .

Ⅵ-1-⑥-2

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の追加

工　　　種 排水構造物工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現行どおり

工 種 
標準単価 

機 労 材 

蓋 版 ○○

×

※

(注）１．蓋版本体の材料費は含まない。 

２．鋼製蓋版の場合は，受枠の設置を含む。 

３．現場内小運搬等の費用を含む。 

４．※については，施工単価入力基準表（WB821430）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

工 種 
標準単価 

機 労 材 

再 利 用 

撤 去 
○○－ 

(注）１．基礎部分の撤去は含まない。 

２．現場内小運搬等の費用を含む。 

２－２ 標準単価の規格・仕様 

排水構造物工の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 

表２．１ 規格・仕様 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単位 日当たり 

標準施工量 

排 水 構 造 物 工 

Ｕ 型 側 溝

Ｌ＝600㎜
60㎏/個以下

ｍ
28 

60を超え300㎏/個以下 26 

Ｌ＝2,000㎜

1,000㎏/個以下

ｍ

43 

1,000を超え2,000㎏/個以下 29 

2,000を超え2,900kg/個以下 23 

自 由 勾 配 側 溝 Ｌ＝2,000㎜

1,000㎏/個以下

ｍ

27 

1,000を超え2,000kg/個以下 22 

2,000を超え2,900㎏/個以下 20 

蓋 版 コンクリート・鋼製
40㎏/枚以下

枚
200 

40を超え170㎏/枚以下 120 

(注) 鋼製蓋版については，受枠の質量を含めた１枚当り質量とする。 

掘

削

撤

去

集

積

積

込

み

埋

戻

し

据

付

け

現行どおり

２－２ 標準単価の規格・仕様 

排水構造物工の標準単価の規格・仕様，日当たり標準施工量は，下表のとおりである。 
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Ⅵ-2-②-3

現 行 改 正 備　　考

工　　　種 インターロッキングブロック工

改　正　理　由 　　一部改正
改　　正

現　　行

記載内容の変更

積算上の注意事項

現行どおり

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区 分 記 号 設 置 撤 去

加
算
率

施 工 規 模

Ｓ0

100㎡以上 

0％

100㎡以上 

0％

Ｓ1

100㎡未満 

10％

100㎡未満 

40％

補
正
係
数

時 間 的 制 約 を 

受 け る 場 合
Ｋ1 1.10 1.40

夜 間 作 業 Ｋ2 1.15 1.50

(注)１．複数の規格・仕様区分を含む工事の施工規模の判定は，１工事における全規格・仕様の全体

数量で判定する。ただし，１工事において設置及び撤去の作業がある場合は，設置・撤去それ

ぞれの合計数量で判定する。 

２．施工規模加算率（Ｓ1）と，時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は施

工規模加算率のみを対象とする。 

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区 分 記 号 設 置 撤 去

加
算
率

施 工 規 模

Ｓ0

100㎡以上 

0％

100㎡以上 

0％

Ｓ1

100㎡未満 

10％

100㎡未満 

40％

補
正
係
数

時 間 的 制 約 を 

受 け る 場 合
Ｋ1 1.10 1.40

夜 間 作 業 Ｋ2 1.15 1.50

(注)１．複数の規格・仕様区分を含む工事の施工規模の判定は，１工事における全規格・仕様の全体

数量で判定する。ただし，１工事において設置及び撤去の作業がある場合は，設置・撤去それ

ぞれの合計数量で判定する。 

２．施工規模加算率（Ｓ1）と，時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は施

工規模加算率のみを対象とする。 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価(注１)×設計数量 

(注１)設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0 or Ｓ1／100）×（Ｋ1×Ｋ2） 

３． 適用にあたっての留意事項 

(１) ブロックの種類

１) 標準品

ブロック厚６㎝，８㎝のブロックで特殊品及びオリジナル品を除くブロックをいう。

なお形状は，５．参考資料を参照されたい。

２) 特殊品

特殊品とは以下のものをいう。

イ) 標準品と同形状で青色及び特殊配合した色のブロック。

ロ) 視覚障害者用に表面加工してあるブロック。

ハ) 標準品と同形状でショットブラスト仕上げ，洗い出し仕上げ，研出し仕上げ，粉末樹脂，ガラスビーズ，

溶射等を行い表面加工したもの。デザインを施したもの。透水性，植生用，複合（天然石，タイル）のも

の。

３) オリジナル品

標準品と形状の異なる各社のオリジナル品。特に扇型等曲線的配置を目的としたもの。
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. .

積算上の注意事項

工　　　種 防護柵工（ガードレール）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の追加

語句の追加

Ⅵ-2-③-１

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

① 防護柵設置

１）土中建込

工  種 
市場単価 

機 労 材 

土 中 建 込 ○ ○ ○ 

(注)１．土中建込には，床掘り・埋戻し及び穴あけ後の充填材（ブロンアスファルト，砂〔労務費・

材料費〕）が必要な場合の作業を含む。ただし，支柱建込箇所が岩盤，舗装版などの場合の穴

あけ費用及び舗装版の撤去・復旧費用は含まない。 

２．耐雪型については，根巻きコンクリート（労務費・材料費）を含む。 

３．耐雪型においてビーム補強金具が必要となる場合の材料費は含まない。 

２）コンクリート建込

工  種 
市場単価 

機 労 材 

コンクリート建込 ○ ○ ○ 

(注)１．支柱建込箇所がコンクリートなどの場合の穴あけ費用は含まない。ただし，充填材（ブロン

アスファルト，砂〔労務費・材料費〕）を含む。

２．耐雪型（コンクリート建込）においてビーム補強金具が必要となる場合の材料費は含まない。 

現

場

内

小

運

搬

支

柱

建

込

レ

ー

ル

等

設

置

現

場

内

小

運

搬

支

柱

建

込

充

填

レ

ー

ル

等

設

置

現行どおり

③ 防護柵設置工

③－１ 防護柵設置工（ガードレール） 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による，防護柵設置工（ガードレール）に適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 新設・更新，撤去工事。

(２) 部材設置，部材撤去。

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 橋梁建込の場合。

(２) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの。

１） 事故後の復旧工事（設置・撤去）。

(３) 特別調査等別途考慮するもの。

１） ベースプレート式の設置の場合。

２） ２－２市場単価の規格・仕様（表２．１～２．８）以外の製品の場合

３） S種，A 種で標準支柱より長い場合や曲げ支柱の場合。

４） 標準型ガードレールに根巻きコンクリートを設置する場合。

５） 離島および山間僻地等で、明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

６） その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

① 防護柵設置

工 種 
市場単価 

機 労 材 

土 中 建 込 ○ ○ ○ 

(注)１．土中建込には，床掘り・埋戻し及び穴あけ後の充填材（ブロンアスファルト，砂〔労務費・

材料費〕）が必要な場合の作業を含む。ただし，支柱建込箇所が岩盤，舗装版などの場合の穴あ

け費用及び舗装版の撤去・復旧費用は含まない。 

２．耐雪型については，根巻きコンクリート（労務費・材料費）を含む。 

３．耐雪型においてビーム補強金具が必要となる場合の材料費は含まない。 

工 種 
市場単価 

機 労 材 

コンクリート建込 ○ ○ ○ 

(注)１．支柱建込箇所がコンクリートなどの場合の穴あけ費用は含まない。ただし，充填材（ブロン

アスファルト，砂〔労務費・材料費〕）を含む。

２．耐雪型（コンクリート建込）においてビーム補強金具が必要となる場合の材料費は含まない。

現

場

内

小

運

搬

支

柱

建

込

レ

ー

ル

等

設

置

現

場

内

小

運

搬

支

柱

建

込

充

填

レ

ー

ル

等

設

置
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. .

語句の修正

.

Ⅵ-2-③-２

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

工　　　種 防護柵工（ガードレール）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

２－２ 市場単価の規格・仕様 

防護柵設置工（ガードレール）の市場単価の規格・仕様区分は，次表を標準とする。 

表２．１ 土中建込 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位 

土中建込 

塗 装 品 

Gr-A-4E ｍ 

Gr-B-4E ｍ 

Gr-C-4E ｍ 

Gr-Am-4E ｍ 

Gr-Bm-4E ｍ 

メッキ品

Gr-A-4E ｍ 

Gr-B-4E ｍ 

Gr-Am-4E ｍ 

Gr-Bm-4E ｍ 

② 部材設置

１) レール設置

工 種 
市場単価 

機 労 材 

レール設置 ○ ○ 
※
×

(注)１．標準型・耐雪型にかかわらず適用できる。 

２．耐雪型におけるビーム補強金具の有無にかかわらず適用できる。 

３．※については，施工単価入力基準（SF271）において加算することができる。 

③ 防護柵撤去・部材撤去

１) 防護柵撤去

工 種 
市場単価 

機 労 材 

防護柵撤去 ○ ○ 

(注)１．撤去後における仮置き（現場内）の有無にかかわらず適用できる。 

２．耐雪型におけるビーム補強金具の有無にかかわらず適用できる。 

２) レール撤去

工 種 
市場単価 

機 労 材 

レール撤去 ○ ○ 

(注)１．標準型・耐雪型に関わらず適用できる。 

２．撤去後における仮置き（現場内）の有無にかかわらず適用できる。 

３．耐雪型におけるビーム補強金具の有無にかかわらず適用できる。 

２－２ 市場単価の規格・仕様 

防護柵設置工（ガードレール）の市場単価の規格・仕様区分は，下表のとおりである。 

表２．１ 土中建込 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位 

土中建込 

塗 装 品 

Gr-A-4E ｍ 

Gr-B-4E ｍ 

Gr-C-4E ｍ 

Gr-Am-4E ｍ 

Gr-Bm-4E ｍ 

メッキ品

Gr-A-4E ｍ 

Gr-B-4E ｍ 

Gr-Am-4E ｍ 

Gr-Bm-4E ｍ 

現

場

内

小

運

搬

レ

ー

ル

等

設

置

レ

ー

ル

撤

去

積
込
・
運
搬
・
処
分

レ

ー

ル

撤

去

(

必
要
な
土
工
事
を
含
む)

支

柱

等

撤

去

積
込
・
運
搬
・
処
分
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. .

Ⅵ-2-③-７

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の追加

工　　　種 防護柵工（ガードレール）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(２) 景観色ガードレールの設置手間（機・労・材）の算出は，次式による。

（景観色ガードレールとは，景観に配慮した塗装（景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインに基づく基本

３色等）を施した製品）

設置手間＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1)＋材料費（景観色）※(3)  

※（３）21ｍ未満の材工共価格を算出する場合には，別途計上する材料費(景観色)に施工規模を考慮した

材料費相当額（土中建込の場合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材

料費※(2)を 30％割増)を加算すること。 

２－４ 加算額 

(１) 加算額の適用基準

表２．１１ 加算額の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適 用 基 準 単位 備 考 

加
算
額 

標準支柱より 

長い場合 

(B・Cタイプ) 

支柱間隔4ｍ 
支柱を長くする必要のある場合は,12cm増す毎に対 

象となる規格・仕様の単価を加算額で加算する。 

ｍ 
対象 

数量 

支柱間隔3ｍ 

支柱間隔2ｍ 

曲げ支柱の場合 

(B・Cタイプ) 

支柱間隔4ｍ 

対象となる規格・仕様の単価を加算額で加算する。 支柱間隔3ｍ 

支柱間隔2ｍ 

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注１）×設計数量＋加算額総金額（注２） 

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0 orＳ1 orＳ2 orＳ3／ 100）×（Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3） 

(注２) 加算額総金額＝加算額×使用数量 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 材料を含まない設置手間（機・労）の算出は，次式による。

設置手間＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1)

※（１）曲線部の場合、ビームの曲げ加工済みの材料費（標準材料費※(2)+曲げ加工費）とする。

また，21ｍ未満の設置手間を算出する場合には，施工規模を考慮した材料費相当額（土中建込の場

合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材料費※(2)を 30％割増）を控除

すること。 

※（２）21ｍ以上の場合の物価資料に掲載のある標準材料費（ｍ単価）を指す。 

(２) 景観色の設置手間（機・労・材）の算出は，次式による。

（景観色とは，景観に配慮した塗装（景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインに基づく基本３色等）を施

した製品） 

設置手間＝｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数｝－材料費※(1)＋材料費（景観色）※(3)  

※（３）21ｍ未満の材工共価格を算出する場合には，別途計上する材料費(景観色)に施工規模を考慮した

材料費相当額（土中建込の場合は標準材料費※(2)を 40％割増，コンクリート建込の場合には標準材

料費※(2)を 30％割増)を加算すること。 

(３) 耐雪型ガードレールの設置において，ガードレールＢ種・積雪ランク５，ガードレールＣ種・積雪ランク４

及び５は，上級種別の規格を適用する。

(４) 移設の設置手間（機・労）の算出は，次式による。

移設手間＝｛撤去単価（標準の市場単価）×補正係数}

＋｛設置単価（標準の市場単価）×加算率×補正係数－材料費※(1)} 

(５) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。

(６) 耐雪型ガードレールにおける根巻きコンクリートは，プレキャストコンクリートブロック、現場打設を問わ

ず適用可能。

(７) コンクリート基礎ブロックの設置が必要な場合は，コンクリート基礎ブロック材料費・設置手間（機・労）

を別途計上する。

現行どおり

現行どおり
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. .

Ⅵ-2-③-８

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の追加

工　　　種 防護柵工（ガードレール）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

４． 施工単価入力基準表 

(１) 防護柵設置工（ガードレール設置工）

施工歩掛コード S6599 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.2） 

（表4.3） 

施 工 規 模 

（表4.4） 

夜間作業の 

補  正 

①無 

②有 

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無 

②有 

曲 線 部 

補 正 

①無 

②有 

加 算 額 

（表4.14） 

(注)１．Ｊ１条件で①を選択し，かつＪ３条件で②，③，⑤を選択した場合は，Ｊ５条件は①で固定される。 

 ２．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ３条件は④が選択できない。また，Ｊ１条件で②を選択した場合は，

Ｊ３条件は②，③が選択できない。 

３．Ｊ１条件で②を選択し、かつＪ３条件で④，⑤を選択した場合は、Ｊ５条件は①で固定される。 

４．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.2 より選択すること。 

５．Ｊ１条件で②を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.3 より選択すること。 

６．Ｊ２条件でＡ種を選択した場合は，Ｊ７条件の選択はできない。 

７．Ｊ１条件で①を選択し,かつＪ２条件で②～③,⑤,⑦,⑨を選択した場合は,Ｊ７条件で④～⑦,⑨～⑩の選

択はできない。 

８．Ｊ１条件で②を選択し,かつＪ２条件で②～③,⑤,⑦,⑨を選択した場合は,Ｊ７条件で②～⑤,⑧～⑨の選

択はできない。 

表４．１ 施工区分 

施 工 区 分 番 号 

土 中 建 込 ①

コ ン ク リ ー ト 建 込 ② 

表４．２ 規格・仕様（土中建込） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位 番号 

土中建込 

塗 装 品 

Gr-A-4E ｍ ① 

Gr-B-4E ｍ ② 

Gr-C-4E ｍ ③ 

Gr-Am-4E ｍ ④ 

Gr-Bm-4E ｍ ⑤ 

メッキ品

Gr-A-4E ｍ ⑥ 

Gr-B-4E ｍ ⑦ 

Gr-Am-4E ｍ ⑧ 

Gr-Bm-4E ｍ ⑨ 

４． 施工単価入力基準表 

(１) 防護柵設置工（ガードレール設置工）

施工歩掛コード S6599 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.2） 

（表4.3） 

施 工 規 模 

による加算 

（表4.4） 

夜間作業の 

補  正 

①無

②有

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無

②有

曲 線 部 

補 正 

①無

②有

加 算 額 

（表4.14） 

現行どおり
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. .

Ⅵ-2-③-９

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の追加

工　　　種 防護柵工（ガードレール）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

表４．３ 規格・仕様（コンクリート建込） 

区 分 規 格 ・ 仕 様 単 位 番号 

コンクリー

ト建込

塗 装 品 

Gr-A-2B ｍ ① 

Gr-B-2B ｍ ② 

Gr-C-2B ｍ ③ 

Gr-Am-2B ｍ ④ 

Gr-Bm-2B ｍ ⑤ 

メッキ品

Gr-A-2B ｍ ⑥ 

Gr-B-2B ｍ ⑦ 

Gr-Am-2B ｍ ⑧ 

Gr-Bm-2B ｍ ⑨ 

表４．４ 施工規模による加算 

(２) 防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型

施工歩掛コード 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入 力    条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.5） 

（表4.6） 

施 工 規 模 

（表4.4） 

夜間作業の 

補 正 

①無 

②有 

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無 

②有 

曲 線 部 

補 正 

①無 

②有 

加 算 額 

（表4.14） 

(注)１．本コードは，ビーム補強金具を必要とする場合の施工費を含む。 

２．Ｊ１条件で①を選択し，かつＪ３条件で②，③，⑤を選択した場合は，Ｊ５条件は①で固定される。 

３．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ３条件は④が選択できない。また，Ｊ１条件で②を選択した場合は，

Ｊ３条件は②，③が選択できない。 

４．Ｊ１条件で②を選択し，かつＪ３条件で④，⑤を選択した場合は，Ｊ５条件は①で固定される。 

５．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.5 より選択すること。 

６．Ｊ１条件で②を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.6 より選択すること。 

７．Ｊ２条件でＡ種を選択した場合は，Ｊ７条件の選択はできない。 

８．Ｊ１条件で①を選択し、Ｊ２条件で⑤及び⑭を選択した場合は、Ｊ７条件で④～⑦及び⑨～⑩は選択でき

ない。 

９．Ｊ１条件で①を選択し、Ｊ２条件で⑥、⑧及び⑮を選択した場合は、Ｊ７条件で②～③、⑥～⑧及び⑩は

選択できない。 

10．Ｊ１条件で①を選択し、Ｊ２条件で⑦、⑨及び⑯を選択した場合は、Ｊ７条件で②～⑤、⑧～⑨は選択で

きない。 

11．Ｊ１条件で②を選択し、Ｊ２条件で⑤～⑨又は⑭～⑯を選択した場合は、Ｊ７条件で②～⑤及び⑧～⑨は

選択できない。 

施工規模 番 号 

100m 以上(標準) ① 

50m 以上 100m 未満 ② 

21m 以上 50m 未満 ③ 

21m 以上 100m 未満 ④ 

21m 未満 ⑤ 

(２) 防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型

施工歩掛コード 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ Ｊ７ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.5） 

（表4.6） 

施 工 規 模 

による加算 

（表4.4） 

夜間作業の 

補 正 

①無

②有

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無

②有

曲 線 部 

補 正 

①無

②有

加 算 額 

（表4.14） 

現行どおり

現行どおり
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.

Ⅵ-2-③-１３

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の追加

工　　　種 防護柵工（ガードレール）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(５) 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型

施工歩掛コード 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.5） 

（表4.6） 

施 工 規 模 

による加算 

（表4.4） 

夜間作業の 

補 正 

①無

②有

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無

②有

曲 線 部 

補 正 

①無

②有

(４) 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）

施工歩掛コード S6600 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.2） 

（表4.3） 

施 工 規 模 

による加算 

（表4.4） 

夜間作業の 

補 正 

①無 

②有 

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無 

②有 

曲 線 部 

補 正 

①無 

②有 

(４) 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）

施工歩掛コード S6600 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入    力  条  件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.2） 

（表4.3） 

施 工 規 模 

（表4.4） 

夜間作業の 

補  正 

①無 

②有 

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無 

②有 

曲 線 部 

補  正 

①無 

②有 

(注)１．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ３条件は④が選択できない。また，Ｊ１条件で②を選択した場合は，

Ｊ３条件は②，③が選択できない。 

２．Ｊ１条件で①を選択し，かつＪ３条件で②，③，⑤を選択した場合は，Ｊ５条件は①で固定される。 

３．Ｊ１条件で②を選択し、かつＪ３条件で④，⑤を選択した場合は、Ｊ５条件は①で固定される。 

４．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.2 より選択すること。 

５．Ｊ１条件で②を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.3 より選択すること。 

６．Ｊ２条件で選択した規格・仕様のガードレール材料費が控除され，Ｊ３条件で⑤を選択した場合は，土中

建込の場合はガードレール標準材料費を 40％割増し，コンクリート建込の場合にはガードレール標準材料費

を 30％割増し，控除される。 

ただし、Ｊ６条件で②を選択した場合は、ガードレール材料費[円/ｍ]に「ガードレール標準材料費+曲

げ加工費」を登録すること。 

７．材料が支給品の場合は，支給品扱いとして材料費を別途計上する。 

８．支給品の積込・運搬が必要な場合は，「第Ⅰ編第２章③現場発生品及び支給品運搬」SZA081 により別途計

上すること。 

(５) 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型

施工歩掛コード 施工単位 ｍ 

施 工 区 分 入    力  条  件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

施 工 区 分 

（表4.1） 

規格・仕様 

（表4.5） 

（表4.6） 

施 工 規 模 

（表4.4） 

夜間作業の 

補  正 

①無 

②有 

時間的制約を 

受ける場合 

の 補 正 

①無 

②有 

曲 線 部 

補  正 

①無 

②有 

(注)１．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ３条件は④が選択できない。また，Ｊ１条件で②を選択した場合は，

Ｊ３条件は②，③が選択できない。 

２．Ｊ１条件で①を選択し，かつＪ３条件で②，③，⑤を選択した場合は，Ｊ５条件は①で固定される。 

３．Ｊ１条件で②を選択し，かつＪ３条件で④，⑤を選択した場合は，Ｊ５条件は①で固定される。 

４．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.5 より選択すること。 

５．Ｊ１条件で②を選択した場合は，Ｊ２条件は表 4.6 より選択すること。 

６．Ｊ２条件で選択した規格・仕様のガードレール材料費が控除され，Ｊ３条件で⑤を選択した場合は，土中

建込の場合はガードレール標準材料費を 40％割増し，コンクリート建込の場合にはガードレール標準材料費

を 30％割増し，控除される。 

　ただし、Ｊ６条件で②を選択した場合は、ガードレール耐雪型材料費[円/ｍ]に「ガードレール耐雪型標

準材料費+曲げ加工費」を入力すること。 

７．本コードは，ビーム補強金具の有無に関わらず適用できる。 

８．材料が支給品の場合は，支給品扱いとして材料費を別途計上する。 

９．支給品の積込・運搬が必要な場合は，「第Ⅰ編第２章③現場発生品及び支給品運搬」SZA081 により別途計

上すること。 

現行どおり

現行どおり
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. .

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-１

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

記載の追加
番号の修正

④ 法 面 工 

④－１ 法 面 工 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による法面工に適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 法面工のうち，モルタル吹付工，コンクリート吹付工，繊維ネット工，機械播種施工による植生工（植生

基材吹付工，客土吹付工，種子散布工），人力施工による植生工（植生マット工，植生シート工，植生筋工，

筋芝工，張芝工）及び吹付枠工のうち枠内吹付工（モルタル吹付工，コンクリート吹付工，植生基材吹付工）

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの

１) 法面工のうち法面整形工，コンクリート法枠工，法面施肥工，吹付枠工（枠内吹付を除く）及び吹付法

面とりこわし工

(２) 特別調査等別途考慮するもの

１) モルタル・コンクリート吹付工で法面垂直高が 45ｍを超える場合，または，吹付けのホース延長が 100

ｍを超える場合，植生基材吹付工で法面垂直高が 80ｍを超える場合，客土吹付工で法面垂直高が 25ｍを超

える場合，及び種子散布工で法面垂直高が 30ｍを超える場合

２) 使用植物（種子）に花系及び表 2.6 以外の種子を主体として用いる植生基材吹付工，客土吹付工，種子

散布工，植生マット工，植生シート工

３) 使用植物（種子）に国産の種子を用いる植生基材吹付工、客土吹付工、種子散布工、植生マット工、植

生シート工

４) 吹付枠工の枠内吹付で，モルタル，コンクリート及び植生基材以外を吹付ける場合

５) 植生マット工・繊維ネット工・植生シート工で以下の場合

① 繊維ネット工で金属繊維を用いたネットを使用する場合

② 肥料袋付で肥料袋の形状がパイプ状でないもの

③ 岩盤法面相当に適用する高規格製品（植生基材封入タイプ等）を使用する場合

６) 植生筋工・筋芝工・張芝工で以下の場合

① 植生筋工，筋芝工を切土法面に施工する場合

② 部分張り( 目地張り，千鳥張り，市松張り) の場合

③ 公園工事の場合

④ 道路植栽工事の場合

７) 植生基材吹付工で現場発生木材（チップ材等）を使用する場合

８) モルタル吹付工, コンクリート吹付工, 植生基材吹付工でラス・アンカーピン等の設置をしない場合。

９) 離島および山間僻地等で, 明らかに単価が異なると判断される地域の場合

１０) その他，規格･仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合

現行どおり

１０）夜間作業の場合

１１) その他，規格･仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合
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. .

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の修正

Ⅵ-2-④-３

積算上の注意事項

工  種 
市場単価 

機 労 材 

張 芝 工 ○ ○ 

(注)１．耳芝，芝串及び肥料等，必要な資材を含む。 
２．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

枠内吹付工 

(吹付枠工) 
○ ○ ○ 

(注) 枠内にモルタル，コンクリート及び植生 
基材を吹付ける場合とし，規格仕様はそれ 
ぞれの工種に準ずる。 

散

水

養

生

工

芝

設

置

土

羽

部

分

築

立

か

け

土

作

業

法

面

整

理

法

面

整

形

芝

串

打

込

ピ

ン

等

の

設

置

ラ

ス

・

ア

ン

カ

ー

法

面

清

掃

法

面

整

形

工

吹

付

枠

の

設

置

残

土

の

積

込

み

残

土

の

運

搬

(

処
分
費) 

残

土

の

処

理

枠

内

吹

付

け

(注)１．土羽土（材料費）は含まない。 
２．耳芝及び肥料等，必要な資材を含む。 
３．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

張 芝 工 ○ ○ 

(注)１．耳芝，目串及び肥料等，必要な資材を含む。 
２．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

枠内吹付工 

(吹付枠工) 
○ ○ ○ 

(注) 枠内にモルタル，コンクリート及び植生 
基材を吹付ける場合とし，規格仕様はそれ 
ぞれの工種に準ずる。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

繊維ネット工 

(緑化基礎工) 
○ ○ 

(注) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

植生筋工 

筋 芝 工 
○ ○ ○ 

散

水

養

生

工

芝

・

種

子

帯

敷

込

本

体
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・

整
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築
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散

水

養

生

工

芝

設

置

土

羽

部

分

築

立

か

け

土

作

業

法

面

整

理

法

面

整

形

目

串

打

込

ピ

ン

等

の

設

置

ラ

ス

・
ア

ン

カ
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法

面
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面
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搬

(

処
分
費) 

残

土

の

処

理

枠

内

吹

付

け

植

生

工

繊

維

ネ

ッ

ト

張

現行どおり

現行どおり
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. .

語句の修正
.

Ⅵ-2-④-４

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

２－２ 市場単価の規格・仕様 

法面工の市場単価の規格・仕様区分は，次表を標準とする。 

現行どおり

２－２ 市場単価の規格・仕様 

法面工の市場単価の規格・仕様区分は，下記のとおりである。 

表２．１ モルタル吹付工 

区 分 規格・仕様 単 位 

モルタル吹付工 

厚５cm ㎡ 

厚６cm ㎡ 

厚７cm ㎡ 

厚８cm ㎡ 

厚９cm ㎡ 

厚 10cm ㎡ 

表２．２ コンクリート吹付工 

区 分 規格・仕様 単 位 

コンクリート吹付工

厚 10cm ㎡ 

厚 15cm ㎡ 

厚 20cm ㎡ 

表２．３ 機械播種施工による植生工 

区 分 規格・仕様 単 位 

植 生 基 材 吹 付 工 

厚 3cm ㎡ 

厚 4cm ㎡ 

厚 5cm ㎡ 

厚 6cm ㎡ 

厚 7cm ㎡ 

厚 8cm ㎡ 

厚 10cm ㎡ 

客 土 吹 付 工 

厚 1cm ㎡ 

厚 2cm ㎡ 

厚 3cm ㎡ 

種 子 散 布 工 ㎡ 

表２．４ 人力施工による植生工 

区 分 規格・仕様 単 位 

植 生 マ ッ ト 工 肥料袋付 ㎡ 

植 生 シ ー ト 工 肥料袋無 
標準品 ㎡ 

環境品 ㎡ 

植 生 筋 工 人工筋芝 (種子帯) ㎡ 

筋 芝 工 野芝・高麗芝 ㎡ 

張 芝 工 野芝・高麗芝 (全面張) ㎡ 

(注) 植生シート工の環境品とは，分解（腐食）型及び循環型（間伐材等使用）製品を

対象とし，標準品とは環境品以外の製品を対象とする。 

表２．５ ネット張工 

区 分 規格・仕様 単 位 

繊 維 ネ ッ ト 工 
肥料袋無 ㎡ 

肥料袋付 ㎡ 
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.

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-８

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の修正

現行どおり

(３) 客土吹付工，種子散布工

１) 客土吹付工に併用して施工するラス張工は，第Ⅵ編第２章④－２吹付枠工による。

２) 施工規模は，客土吹付工，種子散布工それぞれの１工事の全体数量で判定する。

３) 客土吹付工は，法面部への施工を標準とするが，法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用出

来る。ただし，平面部のみの施工には適用出来ない。

４) 種子散布工は施工場所（法面部・平面部）にかかわらず適用出来る。

５) ｢繊維ネット工｣が必要な場合は材料費、設置手間を別途計上する。

６) 沖縄の種子散布工は土壌団粒化剤を使用する。

(４) 枠内吹付工

１) 枠内吹付に伴う法面清掃およびラス・アンカーピンの設置は第Ⅵ編第２章④－２吹付枠工による。

(５) 植生マット工，植生シート工，繊維ネット工

１) 肥料袋付（肥料袋間隔：40 ～ 50cm）が２重ネット，肥料袋無が１重ネットを標準とする。

２) アンカーピン及び止め釘の使用数量は植生マット工，繊維ネット工（肥料袋付）が６本/㎡ 程度，植生シ

ート工が４本/㎡ 程度，繊維ネット（肥料袋無）が３本/㎡ 程度を標準とする。また，アンカーピンはφ 9(Ｄ

10) ×Ｌ＝200mm，止め釘はＬ＝150mm を標準とする。

３) 繊維ネット工は，種子の費用を含まない。

４) 施工規模は，１工事における植生マット工，植生シート工の合計数量で判定する。

５) 繊維ネット工を単独で施工する場合，施工規模は繊維ネット工のみの１工事の全体数量で判定する。客土

吹付工または種子散布工を併用する場合，施工規模は客土吹付工または種子散布工の数量で判定する。

(６) 植生筋工，筋芝工，張芝工

１) 植生筋工，筋芝工の設計数量は，芝の総面積ではなく，対象となる法面の面積とする。

２) 植生筋工，筋芝工は土羽厚 30cm を標準とする。

３) 張芝工は，施工場所（法面部・平面部）にかかわらず適用出来る。

４) 植生筋工，筋芝工は耳芝及び肥料等，張芝工は，耳芝，目串及び肥料等必要な資材を含む。ただし，使用

の有無にかかわらず適用出来る。

５) 施工規模は，植生筋工，筋芝工，張芝工それぞれの１工事の全体数量で判定する。

６) 北海道の張芝は栽培土工芝とし, 形状はロール芝，かけ土作業は含まない。

(７) 随意契約により調整を行う場合の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定す

る。

４) 植生筋工，筋芝工は耳芝及び肥料等，張芝工は，耳芝，芝串及び肥料等必要な資材を含む。ただし，使用

の有無にかかわらず適用出来る。

現行どおり
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. .

番号の修正
掲載箇所の修正

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-９

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.４． 施工単価入力基準表 

(１) モルタル吹付工

施工歩掛コード SF295 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

吹付厚 

①５cm

②６cm

③７cm

④８cm

⑤９cm

⑥10cm

施 工 規 模 

① 1000 ㎡以上(標準)

② 500㎡以上1000㎡未満

③ 250 ㎡以上 500 ㎡未満

④ 250 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の補正 

① 無

② 有

枠内吹付の 

場合の補正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ２条件で②～④を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 

２．Ｊ２条件の施工規模は，１工事に，モルタル吹付工と枠内吹付工（モルタル）がある場合，合計施工数

量で判定すること。 

３．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①法面工」により別途計上すること。 

(２) コンクリート吹付工

施工歩掛コード SF299 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

吹付厚 

① 10cm

② 15cm

③ 20cm

施 工 規 模 

① 1000 ㎡以上(標準)

② 500㎡以上1000㎡未満

③ 250 ㎡以上 500 ㎡未満

④ 250 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の補正 

① 無

② 有

枠内吹付の 

場合の補正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ２条件で②～④を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 

２．Ｊ２条件の施工規模は，１工事に，コンクリート吹付工と枠内吹付工（コンクリート）がある場合，合

計施工数量で判定すること。 

３．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①法面工」により別途計上すること。 

次項へ移動
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. .

掲載箇所の修正
語句の修正

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-１０

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.(３) 機械播種施工による植生工

施工歩掛コード SF303 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

工 種 区 分 

①植生基材吹付工 

②客土吹付工

③種子散布工

吹 付 厚 

①１cm

②２cm

③３cm

④４cm

⑤５cm

⑥６cm

⑦７cm

⑧８cm

⑨10cm

施 工 規 模 

① 1000㎡以上(標準)

② 500㎡以上

1000 ㎡未満

③ 250㎡以上

500㎡未満

④ 250㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の 補 正 

① 無

② 有

法 面

垂 直 高 

に よ る 

補 正

① 無

② 有

枠 内 吹 付 

の 場 合 の 

補 正

① 無

② 有

(注)１．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ２条件は③～⑨より選択すること。 

２．Ｊ１条件で②を選択した場合は，Ｊ２条件は①～③より選択すること。 

３．Ｊ１条件で③を選択した場合は，Ｊ２条件は選択する必要はない。 

４．Ｊ１条件で②③を選択した場合は，Ｊ５，Ｊ６条件は選択する必要はない。 

５．Ｊ３条件の施工規模は，１工事に，植生基材吹付工と枠内吹付工（植生基材）がある場合，合計施工数

量で判定すること。 

６．Ｊ３条件で②～④を選択した場合は，Ｊ４条件は①で固定される。 

７．Ｊ５条件の法面垂直高補正は，施工基面から上面に施工する場合の法面垂直高が 45ｍを超え 80ｍ以下

の場合に②（補正有り）を選択する。ただし，施工基面から下面に施工する場合は，法面垂直高が 45ｍを

超え 80ｍ以下であっても①（補正無し）を選択すること。 

８．繊維ネットが必要な場合は，「（５）繊維ネット工 SF320」により別途計上すること。 

９．Ｊ１条件で②を選択した場合でラス張が必要な場合は「第Ⅵ編第２章④－２吹付枠工 SF327」により別

途計上することとし，その場合は“法面清掃を必要としない場合”を条件選択すること。 

10．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①法面工」により別途計上すること。 

11．散水養生が必要な場合は「第Ⅲ編第２章⑬野芝種子吹付工」により別途計上すること。 

(４) 人力施工による植生工

施工歩掛コード SF316 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

工 種 区 分

①植生マット工

②植生シート工（標準品）

③植生シート工（環境品）

④植生筋工

⑤筋芝工

⑥張芝工

施 工 規 模

① 1000 ㎡以上(標準)

② 500 ㎡以上 1000㎡未満

③ 500 ㎡未満

④ 500 ㎡以上(標準)

⑤ 300 ㎡以上 500 ㎡未満

⑥ 300 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の 補 正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ１条件で①～③を選択した場合は，Ｊ２条件は①～③より選択すること。 

２．Ｊ１条件で④～⑥を選択した場合は，Ｊ２条件は④～⑥より選択すること。 

３．Ｊ２条件で②～③及び⑤～⑥を選択した場合，Ｊ３条件は①で固定される。 

４．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①法面工」により別途計上すること。 

５．散水養生が必要な場合は「第Ⅲ編第２章⑬野芝種子吹付工」により別途計上すること。 

６．植生マット工，植生シート工については，１工事において植生マット工と植生シート工を使用する場合，

または植生シート工の標準品と環境品を使用する場合，施工規模は合計施工数量で判定する。 
次項へ移動

芝串 
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番号の修正
掲載箇所の修正

語句の修正

現 行 改 正 備　　　　考

.

Ⅵ-2-④-１１

積算上の注意事項

語句の修正

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

５． 施工単価入力基準表 

(１) モルタル吹付工

施工歩掛コード SF295 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

吹付厚 

①５cm

②６cm

③７cm

④８cm

⑤９cm

⑥10cm

施 工 規 模 

① 1000 ㎡以上(標準)

② 500㎡以上1000㎡未満

③ 250 ㎡以上 500 ㎡未満

④ 250 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の補正 

① 無

② 有

枠内吹付の 

場合の補正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ２条件で②～④を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 

２．Ｊ２条件の施工規模は，１工事に，モルタル吹付工と枠内吹付工（モルタル）がある場合，合計施工数

量で判定すること。 

３．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①-1 法面整形工」により別途計上すること。 

 

(２) コンクリート吹付工

施工歩掛コード SF299 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

吹付厚 

① 10cm

② 15cm

③ 20cm

施 工 規 模 

① 1000 ㎡以上(標準)

② 500㎡以上1000㎡未満

③ 250 ㎡以上 500 ㎡未満

④ 250 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の補正 

① 無

② 有

枠内吹付の 

場合の補正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ２条件で②～④を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 

２．Ｊ２条件の施工規模は，１工事に，コンクリート吹付工と枠内吹付工（コンクリート）がある場合，合

計施工数量で判定すること。 

３．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①-1 法面整形工」により別途計上すること。 

次項へ移動

前項へ移動

(５) 繊維ネット工

施工歩掛コード SF320 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各  種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

施 工 規 模 

① 1000 ㎡ 以上( 標準)

② 500 ㎡ 以上 1000 ㎡ 未満

③ 500 ㎡ 未満

肥料袋の有無 

① 無

② 有

時間制約を 

受ける場合 

の補正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ１条件で②③を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 
２．繊維ネット工を単独で施工する場合，Ｊ１条件の施工規模は繊維ネット工のみの１工事の全体数量で判

定する。客土吹付工または種子散布工を併用する場合，Ｊ１条件の施工規模は客土吹付工または種子散布
工の数量で判定する。 
３．植生工が必要な場合は，(３)機械播種による植生工 SF303 により別途計上すること。 

７．張芝工については，１工事において法面工と平面部に施工する場合，施工規模は合計施工数量で判定す

る。 
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の修正

Ⅵ-2-④-１２

積算上の注意事項

掲載箇所の修正

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(３) 機械播種施工による植生工

施工歩掛コード SF303 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５ Ｊ６ 

工 種 区 分 

①植生基材吹付工 

②客土吹付工

③種子散布工

吹 付 厚 

①１cm

②２cm

③３cm

④４cm

⑤５cm

⑥６cm

⑦７cm

⑧８cm

⑨10cm

施 工 規 模 

① 1000㎡以上(標準) 

② 500 ㎡以上

1000 ㎡未満

③ 250 ㎡以上

500 ㎡未満

④ 250 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の 補 正 

① 無

② 有

法 面

垂 直 高 

に よ る 

補 正

① 無

② 有

枠 内 吹 付 

の 場 合 の 

補 正

① 無

② 有

(注)１．Ｊ１条件で①を選択した場合は，Ｊ２条件は③～⑨より選択すること。 

２．Ｊ１条件で②を選択した場合は，Ｊ２条件は①～③より選択すること。 

３．Ｊ１条件で③を選択した場合は，Ｊ２条件は選択する必要はない。 

４．Ｊ１条件で②③を選択した場合は，Ｊ５，Ｊ６条件は選択する必要はない。 

５．Ｊ３条件の施工規模は，１工事に，植生基材吹付工と枠内吹付工（植生基材）がある場合，合計施工数

量で判定すること。 

６．Ｊ３条件で②～④を選択した場合は，Ｊ４条件は①で固定される。 

７．Ｊ５条件の法面垂直高補正は，施工基面から上面に施工する場合の法面垂直高が 45ｍを超え 80ｍ以下

の場合に②（補正有り）を選択する。ただし，施工基面から下面に施工する場合は，法面垂直高が 45ｍ

を超え 80ｍ以下であっても①（補正無し）を選択すること。 

８．繊維ネットが必要な場合は，「（５）繊維ネット工 SF320」により別途計上すること。 

９．Ｊ１条件で②を選択した場合でラス張が必要な場合は「第Ⅵ編第２章④－２吹付枠工 SF327」により別

途計上することとし，その場合は“法面清掃を必要としない場合”を条件選択すること。 

10．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①-1法面整形工」により別途計上すること。 

11．散水養生が必要な場合は「第Ⅲ編第２章⑬野芝種子吹付工」により別途計上すること。 

(４) 人力施工による植生工

施工歩掛コード SF316 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力   条   件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

工 種 区 分

①植生マット工

②植生シート工（標準品）

③植生シート工（環境品）

④植生筋工

⑤筋芝工

⑥張芝工

施 工 規 模

① 1000 ㎡以上(標準)

② 500 ㎡以上 1000 ㎡未満

③ 500 ㎡未満

④ 500 ㎡以上(標準)

⑤ 300 ㎡以上 500 ㎡未満

⑥ 300 ㎡未満

時間制約を 

受ける場合 

の 補 正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ１条件で①～③を選択した場合は，Ｊ２条件は①～③より選択すること。 

２．Ｊ１条件で④～⑥を選択した場合は，Ｊ２条件は④～⑥より選択すること。 

３．Ｊ２条件で②～③及び⑤～⑥を選択した場合，Ｊ３条件は①で固定される。 

４．法面整形が必要な場合は「第Ⅱ編第２章①-1法面整形工」により別途計上すること。 

５．散水養生が必要な場合は「第Ⅲ編第２章⑬野芝種子吹付工」により別途計上すること。 

６．植生マット工，植生シート工については，１工事において植生マット工と植生シート工を使用する場合，

または植生シート工の標準品と環境品を使用する場合，施工規模は合計施工数量で判定する。 

前項へ移動
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現 行 改 正 備　　　　考

工　　　種 法面工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現行無し

Ⅵ-2-④-１３

積算上の注意事項

掲載箇所の修正

７．張芝工については，１工事において法面工と平面部に施工する場合，施工規模は合計施工数量で判定す

る。 

(５) 繊維ネット工

施工歩掛コード SF320 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各  種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

施 工 規 模 

① 1000 ㎡ 以上( 標準)

② 500 ㎡ 以上 1000 ㎡ 未満

③ 500 ㎡ 未満

肥料袋の有無 

① 無

② 有

時間制約を 

受ける場合 

の補正 

① 無

② 有

(注)１．Ｊ１条件で②③を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 
２．繊維ネット工を単独で施工する場合，Ｊ１条件の施工規模は繊維ネット工のみの１工事の全体数量で判

定する。客土吹付工または種子散布工を併用する場合，Ｊ１条件の施工規模は客土吹付工または種子散布
工の数量で判定する。 
３．植生工が必要な場合は，(３)機械播種による植生工 SF303 により別途計上すること。 

前項より移動
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工　　　種 吹付枠工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-13

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

記載の変更

④－２ 吹 付 枠 工

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による吹付枠工に適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 金網メッシュ，プラスチック段ボール等の自由に変形可能な型枠鉄筋のプレハブ部材を用い，鉄筋を含む

吹付枠工。

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。

１) 法面垂直高さが 45ｍを超える場合，又は，吹付けのホース延長が 100ｍを超える場合。

２) 梁の断面が正方形以外の場合。

３) 基本外観形状が矩形（正方形,長方形）以外（三角形，台形，円形等）の場合（一部分のみが矩形以外の

場合は除く）。

４) 設計アンカー力が標準以外の場合。

５) 梁断面 150×150で主アンカーにロックボルトを使用する場合。

６) 梁断面 300×300以下でスターラップを配置する場合。

７) ラス張工を枠内に部分的に施工する場合。

８) ラス張工で菱形金網を使用しない場合。

９) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

10) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

吹 付 枠 工 ○ ○ ○ 

(注)１．ハンチの有無は問わない。 

２．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

３．目地については別途考慮する。 

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械 

経費，労務費，材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途計上する。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

ラス張工 ○ ○ ○ 

(注)１．ラス張工（法面清掃）は全面張を標準 

とする。 

２．材料ロス及び現場内小運搬を含む。 

３．法面清掃とは，施工に先立ち行う簡易 

清掃及び補修を示す。なお，その際発生 

する残土の積込み，運搬についても含む 
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現行どおり

現行どおり

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。

１) 法面垂直高さが 45ｍを超える場合，又は，吹付けのホース延長が 100ｍを超える場合。

２) 梁の断面が正方形以外の場合。

３) 基本外観形状が矩形（正方形,長方形）以外（三角形，台形，円形等）の場合（一部分のみが矩形以外の

場合は除く）。

４) 設計アンカー力が標準以外の場合。

５) 梁断面 150×150で主アンカーにロックボルトを使用する場合。

６) 梁断面 300×300以下でスターラップを配置する場合。

７) ラス張工を枠内に部分的に施工する場合。

８) ラス張工で菱形金網を使用しない場合。

９) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

10） 夜間作業の場合。

11) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。
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工　　　種 吹付枠工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-15

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

図の修正

記載の変更

２－４ 加算額 

加算額の適用基準 

表２．４ 加算額の適用 

規 格 ・ 仕 様 適  用  基  準 単 位 

加
算
額

水切モルタル・コンクリート 
水切モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

表面コテ仕上げをする場合 
吹付表面をコテ仕上げする場合，設計数量に

したがって加算する。 
㎡ 

間詰モルタル・コンクリート 
間詰モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 法枠長を計上する際の梁の距離は，下記を基本とする。

現行どおり

２－４ 加算額 

加算率の適用基準 

表２．４ 加算率の適用 

規 格 ・ 仕 様 適  用  基  準 単 位 

加
算
額

水切モルタル・コンクリート 
水切モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

表面コテ仕上げをする場合 
吹付表面をコテ仕上げする場合，設計数量に

したがって加算する。 
㎡ 

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋加算額総金額（注２） 

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0又はＳ1，Ｓ2又はＳ3／100）×（Ｋ1×Ｋ2）

(注２) 加算額総金額＝加算額×総数量 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 法枠長を計上する際の梁の距離は，下記を基本とする。

計算方法 

縦枠：Ｈ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ＋１} 

横枠：ｂ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ}×{（Ｈ－Ｗ）÷Ａ＋１} 

(２) 土質及び法勾配は問わない。

(３) モルタル・コンクリートの強度は 18Ｎ／mm2程度以上とする。

(４) 異形棒鋼の材質は SD295A，SD345を問わない。

(５) スターラップ（梁断面サイズ 400×400以上）及び水抜パイプの有無は問わない。

(６) 仮設ロープ等による施工を標準とする。

(７) 主アンカー（法枠交点部のアンカー）の種類による市場単価の適用の可否は次表による。

また，主アンカーに使用するアンカーバー及び補助アンカー（アンカーピン）の長さは 1.0ｍ以内とする。 

現行どおり
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. .

工　　　種 吹付枠工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-16

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

表３．１ 各梁断面サイズの主アンカーによる適用 

梁断面 

(mm) 

主アンカー（法枠交点部のアンカー） 

アンカーバー

（長さ 1.0ｍ以下） 
グランドアンカー ロックボルト

150 × 150 ○ × × 

200 × 200 ○ × ○ (注)１

300 × 300 ○ × ○ (注)１

400 × 400 × ○ (注)１ ○ (注)１

500 × 500 × ○ (注)１ × 

600 × 600 × ○ (注)１ × 

(注)１．ロックボルト，グランドアンカーの材料費及び施工費（労務＋機械経費）は含まない。 

２．ロックボルトを設置する場合は「第Ⅵ編第２章市場単価⑭鉄筋挿入工（ロックボルト工）」，

グランドアンカーを設置する場合は，「第Ⅱ編第２章共通工⑬アンカー工（ロータリーパー

カッション式）」により別途計上すること。

(８) 梁断面サイズの 50％を超える間詰コンクリート（モルタル）が必要な場合は，別途考慮する。

なお，量の判定は各梁ごとに行う。

(９) 施工規模は，コンクリート吹付け，モルタル吹付けを問わず１工事の全体数量で判定する。

(10) 梁断面サイズ 400 × 400 以上の標準の設計アンカー力とは以下の場合をいい，これを超えるものについて

は別途考慮する。

表３．２ 標準設計アンカー力 

梁断面 

(mm) 

設計アンカー力 kN（ｔｆ） 

二 方 向 一 方 向 

400 × 400 150 以下（15.3）  75 以下 （7.7） 

500 × 500 400 以下（40.8） 200 以下（20.4） 

600 × 600 600 以下（61.2） 300 以下（30.6） 

(11) 菱形金網は，線径 2.0mm 網目 50mm， アンカーピンは φ ９(Ｄ10) × Ｌ ＝ 200mm・1.5 本／㎡及び φ16(Ｄ

16) ×Ｌ＝ 400mm・0.3本／㎡をそれぞれ標準とする。

(12) 随意契約により調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を判定

する。

表３．２ 標準設計アンカー力 

梁断面 

(mm) 

設計アンカー力 kN（ｔｆ） 

二 方 向 一 方 向 

400 × 400 150以下（15.3）以下  75以下 （7.7）以下 

500 × 500 400以下（40.8）以下 200以下（20.4）以下 

600 × 600 600以下（61.2）以下 300以下（30.6）以下 

現行どおり

現行どおり

(８) 梁断面サイズの 50％を超える間詰モルタル・コンクリート（モルタル）が必要な場合は，別途考慮する。

なお，量の判定は各梁ごとに行う。

現行どおり
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. .

工　　　種 吹付枠工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-④-17

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

４． 施工単価入力基準表 

(１) 吹付枠工

施工歩掛コード SF323 施工単位 ｍ 

施工区分 入 力 条 件 

各  種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

規格・仕様 

（表 4.1） 

施工規模 

（表 4.2） 

時間的制約を 

受 け る 場 合 

の 補 正 

①無

②有

(注)１．Ｊ２条件で②～④を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 

２．目地については別途計上すること。 

３．Ｊ２条件は，コンクリート吹付け，モルタル吹付けを問わず１工事の全体数量で判定する。 

４．枠内吹付けが必要な場合は，「第Ⅵ編第２章④－１法面工」により別途計上すること。 

５．枠内中詰が必要な場合は，「第Ⅱ編第２章①－４コンクリート法枠工」  　，「第Ⅱ編第２章①－６現場吹

付法枠工」により別途計上すること。 

現行どおり

４． 施工単価入力基準表 

(１) 吹付枠工

施工歩掛コード SF323 施工単位 ｍ 

施工区分 入 力 条 件 

各  種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

規格・仕様 

（表 4.1） 

施工規模 

（表 4.2） 

時間的制約を 

受 け る 場 合 

の 補 正 

①無

②有

(注)１．Ｊ２条件で②～④を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 

２．目地については別途計上すること。 

３．Ｊ２条件は，コンクリート吹付け，モルタル吹付けを問わず１工事の全体数量で判定する。 

４．枠内吹付けが必要な場合は，「第Ⅵ編第２章④－１法面工」により別途計上すること。 

５．枠内中詰が必要な場合は，「第Ⅱ編第２章①－４コンクリート法枠工」，「第Ⅱ編第２章①－６現場吹付

法枠工」により別途計上すること。 

表４．１ 規格・仕様 

規格・仕様 

梁 断 面 
入力番号 

150 × 150 ① 

200 × 200 ② 

300 × 300 ③ 

400 × 400 ④ 

500 × 500 ⑤ 

600 × 600 ⑥ 

表４．２ 施工規模 

施 工 規 模 入力番号 

500ｍ以上 

（標 準） 
① 

250ｍ以上 

500ｍ未満 
② 

100ｍ以上 

250ｍ未満 
③ 

100ｍ未満 ④ 

(２) ラス張工

施工歩掛コード SF327 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各  種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

施工規模 

（表 4.3） 

時間的制約を 

受 け る 場 合 

の 補 正 

①無

②有

法面清掃を必 

要 と し な い 

場 合 の 補 正 

①無

②有

(注)１．Ｊ１条件で②～④を選択した場合は，Ｊ２条件は①で固定される。 

２．Ｊ３条件は吹付枠工に適用する場合は①，客土吹付工に適用する場合は②を選択すること。②を選択す

ることにより，法面清掃とその際発生する残土の積込・運搬費用が市場単価より除かれる。 
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. .

現 行 改 正 備　　　　考

記載の追加

Ⅵ-2-④-18

積算上の注意事項

工　　　種 吹付枠工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

表４．３ 施工規模 

施 工 規 模 入力番号 

1000㎡以上 

（標 準） 
① 

500㎡以上 

1000㎡未満 
② 

250㎡以上 

500㎡未満 
③ 

250㎡未満 ④ 

(３) 水切モルタル・コンクリート（加算額）

施工歩掛コード SF331 施工単位 ㎥ 

(注) 本コードは吹付枠工に対する加算額であり，必要に応じて計上する。なお，単独施工については適用出来

ない。 

(４) 表面コテ仕上げ（加算額）

施工歩掛コード SF335 施工単位 ㎡ 

(注) 本コードは吹付枠工に対する加算額であり，必要に応じて計上する。なお，単独施工については適用出来ない。 

現行どおり

現行なし

(５) 間詰モルタル・コンクリート（加算額）

施工歩掛コード 施工単位 ㎥ 

(注) 本コードは吹付枠工に対する加算額であり，必要に応じて計上する。なお，単独施工については適用出来

ない。 
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現 行 改 正 備　　　　考

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用伸縮継手装置設置工）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

語句の削除

積算上の注意事項

Ⅵ-2-⑥-3

２－２ 市場単価の規格・仕様 

橋梁用伸縮継手設置工の市場単価の規格・仕様区分は，下表のとおりである。 

表２．１ 規格・仕様区分 

規  格  ・ 仕  様 単 位

新 

設 

軽  量  型 

1．新設の橋梁用伸縮継手設置工 

2．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 未満

ⅿ 

普  通  型 

1．新設の橋梁用伸縮継手設置工 

2．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 以上 180 ㎏ 以下

ⅿ 

補 

修 

軽 

量 

型 

１車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，１班編成で１車線相当（3.6ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 未満

ⅿ 

２車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，１班編成で２車線相当（7.2ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 未満

ⅿ 

普 

通 

型 

１車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，１班編成で１車線相当（3.6ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 以上 180 ㎏ 以下

ⅿ 

２車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，１班編成で２車線相当（7.2ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 以上 180 ㎏ 以下

ⅿ 

２－２ 市場単価の規格・仕様 

橋梁用伸縮継手設置工の市場単価の規格・仕様区分は，下表のとおりである。 

表２．１ 規格・仕様区分 

規  格  ・ 仕  様 単 位

新 

設 

軽  量  型 

1．新設の橋梁用伸縮継手設置工 

2．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 未満

ⅿ 

普  通  型 

1．新設の橋梁用伸縮継手設置工 

2．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 以上 180 ㎏ 以下

ⅿ 

補 

修 

軽 

量 

型 

１車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，１車線相当（3.6ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 未満

ⅿ 

２車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，２車線相当（7.2ⅿ 標準）

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 未満

ⅿ 

普 

通 

型 

１車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，１車線相当（3.6ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 以上 180 ㎏ 以下

ⅿ 

２車線相当 

1．橋梁用伸縮継手補修工 

2．１日当りの施工が，２車線相当（7.2ⅿ 標準） 

3．伸縮装置本体質量（ボルト後締めの場合は，本体に付属する

アンカーボルトを除く）が 1.8ⅿ 当り 50 ㎏ 以上 180 ㎏ 以下

ⅿ 
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.

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

.

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用伸縮継手装置設置工）

Ⅵ-2-⑥-4

積算上の注意事項
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Ⅵ-2-⑥-5

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

表項目の修正

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用伸縮継手装置設置工）
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Ⅵ-2-⑥-6

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

表項目の修正

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用伸縮継手装置設置工）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行
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Ⅵ-2-⑥-8

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

表項目の追加

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用伸縮継手装置設置工）
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Ⅵ-2-⑥-10

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の修正

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用伸縮継手装置設置工）
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Ⅵ-2-⑥-14

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の削除

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工）
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Ⅵ-2-⑥-15

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の修正

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工）
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. .

Ⅵ-2-⑥-17

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

表項目の削除

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　　　種 橋梁付属物工(橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工）
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Ⅵ-2-⑦-3

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

語句の修正

工　　　種 薄層カラー舗装工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(注)１．薄層カラー舗装工の施工規模は、樹脂モルタル舗装工、景観透水性舗装工、樹脂系すべり

止め舗装工それぞれ１工事の全体数量で判定する。 

ただし、樹脂系すべり止め舗装工の施工規模は、幅員が狭い場合などにより、一日当たり

の施工量が標準施工規模に満たない場合については、一日当たりの施工数量で施工規模を判

定する。 

２．施工規模加算率（Ｓ1）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみ対象とする。 

３．階段ステップ部の補正を行った場合は，施工規模加算率は適用しないが，時間的制約を受

ける場合の補正係数（Ｋ1）は適用可能とする。 

４．既設アスファルト舗装面の施工（Ｋ４4）の補正は，既設アスファルト面に薄層カラー舗

装を施工する場合であり，切削オーバーレイや打ち換え等，舗装面が施工直後の場合，補正

を行わない。 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 

(注)設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1／100)×（Ｋ1×Ｋ2×……×Ｋn7) 

現行どおり

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区 分 記 号 
樹脂モルタル 

舗 装 工 

景観透水性 

舗 装 工 

樹脂系すべり 

止め舗装工 

加

算

率 

施工規模 

Ｓ0 
(50㎡以上) 

0％ 

(50㎡以上) 

0％ 

(100㎡以上) 

0％ 

Ｓ1 
(50㎡未満) 

20％ 

(50㎡未満) 

20％ 

(100㎡未満) 

20％ 

補

正

係

数 

時間的制約を 

受ける場合 
Ｋ1 1.05 1.05 1.05 

夜間作業 Ｋ2 1.10 1.10 1.10 

階段ステップ部 Ｋ3 1.25 － － 

既設アスファルト

舗装面の施工 
Ｋ4 － － 0.90 

コンクリート舗装

面の施工 
Ｋ5 － － 1.10 

トップコート無し

の場合 
Ｋ6 － － 0.90 

施工幅員が1.0ｍ

以下の場合 
Ｋ7 － － 1.20 

(注)１．薄層カラー舗装工の施工規模は、樹脂モルタル舗装工、景観透水性舗装工、樹脂系すべり

止め舗装工それぞれ１工事の全体数量で判定する。 

ただし、樹脂系すべり止め舗装工の施工規模は、幅員が狭い場合などにより、一日当たり

の施工量が標準施工規模に満たない場合については、一日当たりの施工数量で施工規模を判

定する。 

２．施工規模加算率（Ｓ1）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみ対象とする。 

３．階段ステップ部の補正を行った場合は，施工規模加算率は適用しないが，時間的制約を受

ける場合の補正係数（Ｋ1）は適用可能とする。 

４．既設アスファルト舗装面の施工（Ｋ４）の補正は，既設アスファルト面に薄層カラー舗装

を施工する場合であり，切削オーバーレイや打ち換え等，舗装面が施工直後の場合，補正を

行わない。 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 

(注)設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1／100)×（Ｋ1×Ｋ2×……×Ｋn) 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 共通事項

１) 各区分の工法は次のとおりとする。

表３．１ 工法の内容 

区 分 目 地 模 様 

樹脂モルタル 

舗装工 

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材を使用したモルタルを,コテ仕上げによって路面に敷設

する工法。 

景観透水性 

舗装工 

樹脂系材料(エポキシ樹脂)と骨材(自然石等)を,使用したモルタルを,コテ仕上げによっ

て路面に敷設する工法。 

樹脂系すべり 

止め舗装工 
樹脂系材料(エポキシ樹脂)を使用し,硬質骨材を路面に接着させる工法。 

現行どおり
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現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

工　 　種 道路標識設置工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-⑧-6

積算上の注意事項

現行どおり

現行どおり

(注) １．「案内以外」は，警戒・規制・指示・路線番号標識に適用する。 

２．標識板設置の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,

１工事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの合計数量で判定する。 

(注) 施工規模加算（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，施工規

模加算率のみを対象とする。 

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．16 加算率・補正係数の数値（設置工） 

区 分 記号 

標識柱 
・基礎

標識柱 標識板 
添架式標識板 

取付金具 
基 礎 

路側式 片持式 門型式 
案内 

（新設） 

案内 

（移設） 
案内以外 

信号・ 

照明柱 
歩道橋 

加

算

率

施 工 規 模

Ｓo 
5 基以上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

10 ㎡以上 

0% 

10 ㎡以上 

0% 

5 基以上 

0％ 
－ － － 

Ｓ1 
3～4 基 

15％ 

2基 

40％ 

2 基 

40％ 

10 ㎡未満 

5% 

10 ㎡未満 

30% 

3～4 基 

15％ 
－ － － 

Ｓ2 
2 基以下 

25％ 

1基 

100％ 

1 基 

100％ 
－ － 

2 基以下 

25％ 
－ － － 

補
正
係
数

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.05 1.00 1.05 1.15 1.05 1.05 1.05 

夜間作業 Ｋ2 1.30 1.35 1.35 1.05 1.35 1.50 1.15 1.25 1.25 

障害物のある場合 Ｋ3 － － － － － － － － 1.25 

門型式標識柱の基礎の場合 Ｋ4 － － － － － － － － 1.10 

景観色塗装柱の場合 Ｋ5 1.10 － － － － － － － － 

(注) １．「案内以外」は，警戒・規制・指示・路線番号標識に適用する。 

２．標識板設置の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,

１工事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの合計数量で判定する。 

表２．17 加算率・補正係数の数値（撤去工） 

区 分 記号 

標識柱 

・基礎
標識柱 標識板 

添架式

標識板 
基 礎 

路側式 片持式 門型式 案内 案内以外 

加

算

率

施 工 規 模

Ｓo 
5 基以上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

10 ㎡以上

0% 

5 基以上 

0％ 
－ － 

Ｓ1 
3～4 基 

15％ 

2 基 

40％ 

2 基 

40％ 

10 ㎡未満

30% 

3～4基 

15％ 
－ － 

Ｓ2 
2 基以下 

25％ 

1 基 

100％ 

1 基 

100％ 
－ 

2 基以下 

25％ 
－ － 

補
正
係
数

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.05 1.05 1.15 1.05 1.05 

夜 間 作 業 Ｋ2 1.50 1.35 1.35 1.35 1.50 1.25 1.35 

(注) 標識板撤去の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,１工

事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの合計数量で判定する。 
(注) 標識板撤去の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,１

事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの合計数量で判定する。 
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工　 　種 道路標識設置工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正 備　 　考

記載の修正

Ⅵ-2-⑧-7

積算上の注意事項

現行どおり

３． 適用にあたっての留意事項 

(１) 標識柱・基礎設置

路側式（景観色）はダークブラウン，グレーベージュ，ダークグレーの標準３色（近似色含む）に適用する。

オフホワイトグレー（乳白色薄灰色）は白色，景観色ともに適用外以外の塗装色となるため適用外。

路側式の基礎は、現場打ち・プレキャスト問わず適用可能。

門型式はトラス型及び丸パイプ型を標準とする。

片持式及び門型式の標識柱の材料費は，共通仮設費及び現場管理費の対象額に含めない。

(２) 標識板設置

警戒標識，規制標識，指示標識，路線番号標識は，設置手間に材料費（標識板及び取付金具）を加算して適

用する。また，設置手間は板の枚数及び補助板の有無にかかわらず，１基当りとして設置手間を適用する。

案内標識（新設）は，溶接型ブラケットを標準とする。また溶接型ブラケットは，標識柱の質量に含めて，

柱材料費として計上する。

クランプ型ブラケットを使用する場合は，材料費を別途計上する。また設置手間は，案内標識板の設置手間

に含まれる。

案内標識（移設）は，標識板を再設置する費用であり，標識板を撤去後移設する場合には，撤去費と設置（移

設）費をそれぞれ計上する。再設置に際して取付金具等の交換を要する場合には，材料費を別途計上する。ま

た既設標識板を現場外の仮置き場等に搬出する費用は含まない。

嵌合構造で固定する標識板設置は適用外となる。

(３) 添架式標識板取付金具設置

歩道橋における添架式標識板取付金具設置は，設置手間に材料費（取付金具）を別途計上して適用する。

照明柱・既設標識柱における取付金具設置は，直付の場合は２段まで，補助支柱と共架金具等を併用する場

合は，共架金具１段（補助支柱含む）までの材料費を含む。設置費は,取付金具の段数・種類にかかわらず標

識板１枚分の取付金具の手間を含む。

(４) 基礎設置

門型式における基礎の施工数量の対象は，左右各々の数量とする。

(５) 加算額

φ１０１．６の曲げ支柱（路側式）加算額は，別途特別調査等とする。

照明柱・既設標識柱における取付金具設置において，金具数量が多い場合は，直付バンド・共架金具等１段

増量毎に加算する。

(６) その他

２－４ 加算額 

表２．18 加算額の適用基準 

区 分 適 用 基 準 単 位 備 考 

加

算

額

曲げ支柱(路側式) 

(柱の表面の塗装仕様の種別

を問わず) 

路側式の標識柱に曲げ支柱を使用する場合は,対象となる

支柱本数に支柱径ごとの金額を加算する。 
本 

対象

数量 

標 識 板 の 裏 面 塗 装 
片持式・門型式の標識板の裏面に塗装をする場合は,対象と

なる面積に金額を加算する。 
㎡ 

アンカーボルトの材料価格 
基礎にアンカーボルトを設置する場合は,アンカーボルト

の質量に応じて金額を計上する。 
㎏ 

取付金具の材料価格 

照明柱・既設標識柱における取付金具設置において，直付 2

段又は補助支柱を併用したうえで共架金具等が 1 段を超え

る場合，１段増量する毎に金額を加算する。 

段 

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝（設計単価）（注 1）×（設計数量）＋（材料費）（注 2）＋（加算額総金額）（注 3） 

(注 1) 設計単価＝（標準の市場単価）×（１＋Ｓ0 or Ｓ1 or Ｓ2／100） 

×（Ｋ1×Ｋ2×………Ｋn） 

ただし，Ｓ1 or Ｓ2とＫ1は重複使用しない。 

(注 2) 手間のみの場合のみ，必要に応じて計上する。 

(注 3) 加算額総金額＝加算額×総数量 

３． 適用にあたっての留意事項 

(１) 標識柱・基礎設置

路側式（景観色）はダークブラウン，グレーベージュ，ダークグレーの標準３色（近似色含む）に適用する。

オフホワイト（乳白色）は白色，景観色ともに適用外。

門型式はトラス型及び丸パイプ型を標準とする。

片持式及び門型式の標識柱の材料費は，共通仮設費及び現場管理費の対象額に含めない。

(２) 標識板設置

警戒標識，規制標識，指示標識，路線番号標識は，設置手間に材料費（標識板及び取付金具）を加算して適

用する。また，設置手間は板の枚数及び補助板の有無にかかわらず，１基当りとして設置手間を適用する。

案内標識（新設）は，溶接型ブラケットを標準とする。また溶接型ブラケットは，標識柱の質量に含めて，

柱材料費として計上する。

クランプ型ブラケットを使用する場合は，材料費を別途計上する。また設置手間は，案内標識板の設置手間

に含まれる。

案内標識（移設）は，標識板を再設置する費用であり，標識板を撤去後移設する場合には，撤去費と設置（移

設）費をそれぞれ計上する。再設置に際して取付金具等の交換を要する場合には，材料費を別途計上する。ま

た既設標識板を現場外の仮置き場等に搬出する費用は含まない。

嵌合構造で固定する標識板設置は適用外となる。

(３) 添架式標識板取付金具設置

歩道橋における添架式標識板取付金具設置は，設置手間に材料費（取付金具）を別途計上して適用する。

照明柱・既設標識柱における取付金具設置は，直付の場合は２段まで，補助支柱と共架金具等を併用する場

合は，共架金具１段（補助支柱含む）までの材料費を含む。設置費は，取付金具の段数・種類にかかわらず

標識板１枚分を含む。

(４) 基礎設置

門型式における基礎の施工数量の対象は，左右各々の数量とする。

(５) 加算額

φ１０１．６の曲げ支柱（路側式）加算額は，別途特別調査等とする。

照明柱・既設標識柱における取付金具設置において，金具数量が多い場合は，直付バンド・共架金具等１段

増量毎に加算する。

(６) その他

随意契約により調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず単独工事として数量を判定する。
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工　　　種 道路付属物設置工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

語句の修正

現 行 改 正 備　　　　考

.

Ⅵ-2-⑨-１

積算上の注意事項

現行どおり

⑨ 道路付属物設置工

１． 適 用 範 囲 

本資料は，道路付属物のうち，視線誘導標，境界杭，道路鋲，車線分離標，境界鋲の設置・撤去に適用する。ま

た，河川境界杭の設置・撤去にも適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 以下の設置及び撤去作業。

１) 道路に設置する視線誘導標（土中建込用，コンクリート建込用，既設防護柵取付用，構造物取付用）お

よびスノーポール併用型視線誘導標（土中建込用，コンクリート建込用）。

２) 境界杭（コンクリート製）。

３) 道路鋲。

４) 車線分離標（ラバーポール，ベース径 200mm の場合は手間のみ適用可）。

５) 境界鋲（金属製）。

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。

１) メーカーのオリジナル製品を用いる場合。

２) 自発光式及び電気式の製品を用いる場合。

３) 景観に配慮した塗装（景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインに基づく基本３色等）を施した製品を

用いる場合（ただし，手間のみは適用可）。

４) 表 1.1 による場合。

５) 境界杭のうち，材質が木や樹脂の場合。

６) 道路鋲のうち，埋込型または路面との段差がほとんどない製品の場合，積雪期には路面下に収納可能な

可変型の製品の場合。

７) 車線分離標のうち，ポール形状が円形ではない場合，ベース径が 250mm 以外の製品の場合（ただし，ベ

ース径 200mm の場合は手間のみ適用可）。

８) 境界鋲のうち，材質が樹脂製（貼付式）の場合。

９) 離島および山間僻地等で、明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

１０) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。

表１．１ 特別調査によるもの 

視線誘導標 

二眼視線誘導標 

三眼視線誘導標 

線形誘導標示板 

道 路 鋲 交 差 点 鋲 

４) 特別調査による場合（表 1.1）

現行どおり
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積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

工　　　種 道路付属物設置工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

語句の修正

現行どおり

２－２ 市場単価の規格・仕様 

道路付属物設置工の市場単価の規格・仕様区分は，下表のとおりである。 

表２．１ 視線誘導標設置 

規 格 ・ 仕 様 単位

土 中 建 込 用 

両面反射 
反射体 径 φ100 以下 

支柱径φ34 

本 

支柱径φ60.5 

支柱径φ89 

反射体 径 φ300 支柱径φ60.5 

片面反射 
反射体 径 φ100 以下 

支柱径φ34 

支柱径φ60.5 

支柱径φ89 

反射体 径 φ300 支柱径φ60.5 

コンクリート建込用

（ 穿 孔 含 む ） 

両面反射 
反射体 径 φ100 以下 

支柱径φ34 

本 

支柱径φ60.5 

支柱径φ89 

反射体 径 φ300 支柱径φ60.5 

片面反射 
反射体 径 φ100 以下 

支柱径φ34 

支柱径φ60.5 

支柱径φ89 

反射体 径 φ300 支柱径φ60.5 

コンクリート建込用

（穿孔含まない） 

両面反射 
反射体 径 φ100 以下 

支柱径φ34 

本 

支柱径φ60.5 

支柱径φ89 

反射体 径 φ300 支柱径φ60.5 

片面反射 
反射体 径 φ100 以下 

支柱径φ34 

支柱径φ60.5 

支柱径φ89 

反射体 径 φ300 支柱径φ60.5 

防 護 柵 取 付 用 

両面反射 
反射体 径 φ100 以下 

バンド式 

本 

ボルト式 

かぶせ式 

反射体 径 φ300 バンド式 

片面反射 
反射体 径 φ100 以下 

バンド式 

ボルト式 

かぶせ式 

反射体 径 φ300 バンド式 

構 造 物 取 付 用 

両面反射 
反射体 径 φ100 以下 

側壁用 

本 

ベースプレート式 

反射体 径 φ300 ベースプレート式 

片面反射 
反射体 径 φ100 以下 

側壁用 

ベースプレート式 

反射体 径 φ300 ベースプレート式 

(注) 視線誘導標の土中建込用は，基礎を使用する場合にも適用できる。 

２－２ 市場単価の規格・仕様 

道路付属物設置工の市場単価の規格・仕様区分は，次表を標準とする。 
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工　　　種 道路付属物設置工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

Ⅵ-2-⑨-７

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の削除

語句の削除

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．９ 加算率・補正係数の数値（設置工） 

区 分 記 号 視線誘導標 境 界 杭 道 路 鋲 車線分離標 境 界 鋲

加
算
率 

施工規模 

Ｓ0 
(30本以上) 

0％

(30本以上) 

0％

(30個以上) 

0％

(30本以上) 

0％

(30枚以上) 

0％

Ｓ1 

(10本以上

30本未満) 

10％

(10本以上

30本未満) 

20％

(10個以上

30個未満) 

5％

(10本以上

30本未満) 

5％

(10枚以上

30枚未満) 

20％

Ｓ2 
(10本未満) 

15％

(10本未満) 

30％

(10個未満) 

10％

(10本未満) 

10％

(10枚未満) 

30％

補
正
係
数 

時間的制

約を受け

る 場 合 

Ｋ1 1.10 1.20 1.05 1.05 1.20

夜間作業 Ｋ2 1.20 1.50 1.15 1.15 1.50

(注) １. 複数の規格・仕様を含む工事の施工規模は，1工事における全規格・仕様の全体数量で判定する。

ただし，1 工事において設置, 及び撤去の作業がある場合は，設置・撤去それぞれの合計数量で判

定する。 

２. 施工規模加算率 （Ｓ1） または （Ｓ2） と時間的制約を受ける場合の補正係数 （Ｋ1） が重複す

る場合は，施工規模加算率のみを対象とする。

表２．10 加算率・補正係数の数値（撤去工） 

区 分 記 号 視線誘導標 境 界 杭 道 路 鋲 車線分離標 境 界 鋲

加
算
率 

施工規模 

Ｓ0 
(30本以上) 

0％

(30本以上) 

0％

(30個以上) 

0％

(30本以上) 

0％

(30枚以上) 

0％

Ｓ1 

(10本以上

30本未満) 

20％

(10本以上

30本未満) 

20％

(10個以上

30個未満) 

20％

(10本以上

30本未満) 

20％

(10枚以上

30枚未満) 

20％

Ｓ2 
(10本未満) 

30％

(10本未満) 

30％

(10個未満) 

30％

(10本未満) 

30％

(10枚未満) 

30％

補
正
係
数 

時間的制

約を受け

る 場 合 

Ｋ1 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

夜間作業 Ｋ2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

(注) １. 複数の規格・仕様を含む工事の施工規模の判定は，1 工事における全規格・仕様の全体数量で判定

する。

ただし，1 工事において設置, 及び撤去の作業がある場合は，設置・撤去それぞれの合計数量で判

定する。 

２. 施工規模加算率 （Ｓ1） または （Ｓ2） と時間的制約を受ける場合の補正係数 （Ｋ1） が重複す

る場合は，施工規模加算率のみを対象とする。

現行どおり

現行どおり

現行どおり

ただし，1工事において設置, 及び撤去の作業がある場合は，設置・撤去それぞれの合計数量で判定する。 

ただし，1工事において設置, 及び撤去の作業がある場合は，設置・撤去それぞれの合計数量で判定する。 
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. .

Ⅵ-2-⑨-１３

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の追加

工　　　種 道路付属物設置工

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

(10) 道路付属物撤去工（車線分離標）

施工歩掛コード SF585 施工単位 本 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

施工区分 

①穿孔式

（１本脚） 

②穿孔式

（３本脚） 

③貼付式

施工規模 

①30 本以上 
（標準） 
②10 本以上 30

本未満 

③10 本未満 

夜間作業の

補正 

①無 

②有 

時間制約を

受ける場合

の補正 

①無

②有

（注) Ｊ２条件で②又は③を選択した場合は，Ｊ４条件は①で固定される。 

現行どおり

現行どおり

(９) 道路付属物撤去工（道路鋲）

施工歩掛コード SF583 施工単位 個 

施工区分 入  力  条  件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

施工区分 

①穿孔式 
②貼付式 

施工規模 

①30 個以上
（標準）
②10 個以上 30

個未満
③10 個未満

夜間作業の
補正 

①無
②有

時間制約を
受ける場合
の補正 

①無 
②有 

(注) Ｊ２条件で②又は③を選択した場合は，Ｊ４条件は①で固定される。 

(10) 道路付属物撤去工（車線分離標）

施工歩掛コード SF585 施工単位 本 

施工区分 入  力  条  件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ 

施工区分 

①穿孔式 

（１本脚） 

②穿孔式 

（３本脚） 

③貼付式 

施工規模 

①30 本以上
（標準）
②10以上 30本
未満

③10 本未満

夜間作業の

補正 

①無

②有

時間制約を

受ける場合

の補正 

①無 

②有 

（注) Ｊ２条件で②又は③を選択した場合は，Ｊ４条件は①で固定される。 

(11) 道路付属物撤去工（境界鋲）

施工歩掛コード WB812390 施工単位 枚 

施工区分 入  力  条  件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

施工規模 

①30 枚以上
（標準）
②10 枚以上 30

枚未満

③10 枚未満

夜間作業の

補正 

①無

②有

時間制約を

受ける場合

の補正 

①無

②有

（注) Ｊ１条件で②又は③を選択した場合は，Ｊ３条件は①で固定される。 
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. .

工　　　種 公園植栽工（市場単価）

現　 　　行 改　　　 　　正 備　 　考

.

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

語句の追加

Ⅵ－２－⑩－１

積算上の注意事項

⑩ 公 園 植 栽 工

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による，公園植栽工に適用する。なお，中木とは樹高 60cm 以上３ｍ未満，低木とは樹

高 60cm未満とする。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 公園内の植樹工及び地被類植付工。

１－２ 市場単価を適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの

１) 日本庭園における植栽工事の場合。

２) 植樹工で園芸を目的として草花類を植樹する場合。

３) 地被類植付工でささ類,木草本類,つる性類以外を使用する場合。

４) 地被類植付工でコンテナ径12cmを超える地被類,または高さ(長さ)60cmを超える地被類を使用する場合。

５) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

６) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工 種
市場単価

機 労 材

植 樹 工 ○ ○

※

×

（注）１．樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。 

２．※については，施工単価入力基準表（SF599）で考慮されているため別途計上する必要はない。 

工 種
市場単価

機 労 材

支 柱 設 置 ○ ○

工 種
市場単価

機 労 材

地 被 類

植 付 工
○ ○

※

×

（注）１．地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。 

２．※については，施工単価入力基準表（SF609）で考慮されているため別途計上する必要はない。 
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⑩ 公 園 植 栽 工

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による，公園植栽工に適用する。なお，中木とは樹高 60cm 以上３ｍ未満，低木とは樹

高 60cm 未満とする。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 公園内の植樹工及び地被類植付工。

１－２ 市場単価を適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの

１) 日本庭園における植栽工事の場合。

２) 植樹工で園芸を目的として草花類を植樹する場合。

３) 地被類植付工でささ類,木草本類,つる性類以外を使用する場合。

４) 地被類植付工でコンテナ径12cmを超える地被類,または高さ(長さ)60cmを超える地被類を使用する場合。

５) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

６) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。

７） 夜間作業の場合。

現行どおり
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Ⅵ－２－⑬－２

積算上の注意事項

現　 　行 改　 　正 備　 　考

. 語句の削除

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

工　 　種 グルービング工（市場単価）

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準 

規格・仕様 適 用 基 準 記号 備考 

加

算

率

施 工 規 模

標 準 Ｓ0

全体数量 １工事の施工規模が標準より小さい場合は,対

象となる規格・仕様の単価を率で補正する。 
Ｓ1

補

正

係

数

舗 装 面 舗装面がコンクリート舗装の場合に補正する。 Ｋ1 対象数量 

(注)１．施工規模の判定は，アスファルト舗装及びコンクリート舗装のそれぞれの合計数量で判断する

こと。 

２．横方向（路面排水用）については，施工規模の加算率はない。 

３．舗装面は，アスファルト舗装を標準とする。 

４．道路曲線に伴う，曲線部の施工の補正はない。 

(２) 加算率・補正係数の数値

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区 分 記号 グルービング工 

加
算
率

施 工 規 模

Ｓ0

100㎡以上 

0％ 

Ｓ1

100㎡未満 

20％ 

補
正
係
数

舗 装 面 Ｋ1 1.70 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注) ×設計数量 

（注） 設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1／100)×(Ｋ1） 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 随意契約による調整を行う追加工事の取扱いは，現工事の施工規模を考慮せず，単独工事として数量を算定

する。

(２) 道路曲線に伴う，曲線部の施工にも適用出来る。

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準 

規格・仕様 適 用 基 準 記号 備考 

加

算

率

施 工 規 模

標 準 Ｓ0

全体数量 １工事の施工規模が標準より小さい場合は,対

象となる規格・仕様の単価を率で補正する。 
Ｓ1

補

正

係

数

舗 装 面 舗装面がコンクリート舗装の場合に補正する。 Ｋ1 対象数量 

(注)１．施工規模の判定は，アスファルト舗装及びコンクリート舗装のそれぞれの合計数量で判断する

こと。 

２．横方向（路面排水用）については，施工規模の加算率はない。 

３．舗装面は，アスファルト舗装を標準とする。 

４．道路曲線に伴う，曲線部の施工の補正はない。 

現行どおり

現行どおり
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備　 　考

. 語句の削除

Ⅵ－２－⑬－３

積算上の注意事項

工　 　種 グルービング工（市場単価）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現　 　行 改　 　正

現行どおり

４． 施工単価入力基準表 

(１) グルービング工

施工歩掛コード SF721 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

規格・仕様 

（表 4.1） 

施工規模 

①100㎡以上（標準）

②100㎡未満

舗装面種類 

①アスファルト舗装

②コンクリート舗装

(注)１．上表の入力数量は，施工対象面積である。 

２．Ｊ２の条件の判定は，１工事におけるアスファルト舗装及びコンクリート舗装のそれぞれの合計数量で

判断すること。 

４． 施工単価入力基準表 

(１) グルービング工

施工歩掛コード SF721 施工単位 ㎡ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

規格・仕様 

（表 4.1） 

施工規模 

①100㎡以上（標準）

②100㎡未満

舗装面種類 

①アスファルト舗装

②コンクリート舗装

(注)１．上表の入力数量は，施工対象面積である。 

２．Ｊ２の条件の判定は，１工事におけるアスファルト舗装及びコンクリート舗装のそれぞれの合計数量で

判断すること。 

表４．１ 規格・仕様 

規 格・仕 様 入力番号 

縦方向 
幅9㎜－深さ6㎜－間隔60㎜ ① 

幅9㎜－深さ4㎜－間隔60㎜ ② 

横方向 幅9㎜－深さ6㎜－間隔60㎜ ③ 

（２） グルービング工（路面排水用）

施工歩掛コード SF725 施工単位 ｍ 

施工区分 入 力 条 件 

各 種 

Ｊ１ 

舗装面種類 

①アスファルト舗装

②コンクリート舗装

(注) 上表の入力数量は，溝１本分の全施工延長である。 
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工　　　種 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

記載の追加
番号の修正

現 行 改 正 備　　　　考

.

Ⅵ-2-⑭-１

積算上の注意事項

⑭ 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による鉄筋挿入工（ロックボルト工）に適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 法面における鉄筋挿入工（ロックボルト工）のうち，以下の現場条件，削孔径，削孔長に適合する場合。 

１) 削孔に要する重機が搬入可能な場合：削孔長１ｍ以上５ｍ以下，削孔径 42 ㎜以上 65 ㎜以下，法面垂直

高さ 30ｍ以下。

２) 削孔が仮設足場（単管足場）または土足場となる場合：削孔長１ｍ以上５ｍ以下，削孔径 42 ㎜以上 65

㎜以下，法面垂直高さ 40ｍ以下（ただし，機械設置基面から削孔位置までの高さが１ｍ以下)。

３) 削孔がロープ足場（命綱）となる場合：削孔長１ｍ以上２ｍ以下，削孔径 42 ㎜以上 50 ㎜以下，法面垂

直高さ 40ｍ以下。

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの

１) 自穿孔材による施工の場合。

２) 逆巻き施工の場合。

３) 土質が硬岩，玉石混り土を含む場合。

４) 削孔後の孔壁が自立しない場合。

５) 離島および山間僻地等で、明らかに単価が異なると判断される地域の場合。

６) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合。

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。 

工 種 
市場単価 

機 労 材 

鉄筋挿入工 ○ ○
※
× 

（注）１．削孔機械の横移動手間を含む。 

２．削孔用のドリルロッド，ビット，シャンクロッド及びスリープ損耗費を含む。 

３．※鋼材の材料費，グラウト材の材料費，頭部処理の材料費（角座金，ナット，ワッシャー，オイルキャ

ップ，グリス等）については，施工単価入力基準（SF701）により考慮されるため，別途計上する必要は

　ない。 

４．市場単価には，頭部処理のナットの締付けに要する費用が含まれており，キャップ装着の有無は問わず，

適用出来る。 
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移 動

現行どおり

６） 夜間作業の場合

７) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用出来ない場合

現行どおり
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. .

工　　　種 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現 行 改 正 備　　　　考

.

語句の修正

語句の追加

Ⅵ-2-⑭-２

積算上の注意事項

２－２ 市場単価の規格・仕様 

鉄筋挿入工の市場単価の規格・仕様区分は,次表を標準とする。 

表２．１ 鉄筋挿入工の規格・仕様区分 

区分 規格・仕様 

単

位 現場条件 
足場種別 

(削孔時) 

足場種別(鋼材挿入・

グラウト注入・頭部処

理時) 

法面垂直高さ 削孔長 削孔径 

Ⅰ － 
ロープ足場 

(命綱) 
30ｍ以下 1ｍ≦L≦5ｍ 42㎜≦φ≦65㎜ ｍ 

Ⅱ 
仮設足場(単管足場) 

または土足場 

40ｍ以下 

（ただし,機

械設置基面か

ら削孔位置ま

での高さが1m

以下） 

1ｍ≦L≦5ｍ 42㎜≦φ≦65㎜ ｍ 

Ⅲ ロープ足場(命綱) 40ｍ以下 1ｍ≦L≦2ｍ 42㎜≦φ≦50㎜ ｍ 

現場条件Ⅰ：削孔に要する重機の搬入が可能な場合 

Ⅱ：施工スペースが狭隘で，削孔に要する重機の搬入が困難である場合 

Ⅲ：施工スペースが狭隘で，削孔に要する重機の搬入，仮設足場（単管足場）の設置，土足場の確保

が困難である場合 

工 種 
市場単価 

機 労 材 

削孔機械の 

上下移動 
○

（注）１．現場条件Ⅱにおいて削孔機械の上下移動が必要な場合に計上する。 

２．チェーンブロック等の損料を含む。 

工 種 
市場単価 

機 労 材 

仮設足場の 

設置・撤去 
○○

（注）１．現場条件Ⅱにおいて仮設足場の設置・撤去が必要な場合に計上する。 

２．作業面の足場幅は 3.0ｍを標準とする。 

２－２ 市場単価の規格・仕様 

鉄筋挿入工の市場単価の規格・仕様区分は下記のとおりである。 

表２．１ 鉄筋挿入工の規格・仕様区分 

区分 規格・仕様 

単

位 現場条件 
足場種別 

(削孔時) 

足場種別(鋼材挿入・

グラウト注入・頭部処

理時) 

法面垂直高さ 削孔長 削孔径 

Ⅰ － 
ロープ足場

(命綱)
30ｍ以下 1ｍ≦L≦5ｍ 42㎜≦φ≦65㎜ ｍ 

Ⅱ 
仮設足場(単管足場) 

または土足場 
40ｍ以下 1ｍ≦L≦5ｍ 42㎜≦φ≦65㎜ ｍ 

Ⅲ ロープ足場(命綱) 40ｍ以下 1ｍ≦L≦2ｍ 42㎜≦φ≦50㎜ ｍ 

現場条件Ⅰ：削孔に要する重機の搬入が可能な場合 

Ⅱ：施工スペースが狭隘で，削孔に要する重機の搬入が困難である場合 

Ⅲ：施工スペースが狭隘で，削孔に要する重機の搬入，仮設足場（単管足場）の設置，土足場の確保

が困難である場合 

上

下

移

動

設

置

・

撤

去

現行どおり
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Ⅵ-2-⑭-３

積算上の注意事項

現 行 改 正 備　　　　考

.

記載の追加

工　　　種 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

改　正　理　由 一部改正
改　　正

現　　行

現行どおり
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